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1 シュワープ新版の特徴＝カエサリウス

写本の再現

中世初期領主制の研究が，最近きわめて活発

になっている 1) 中で，その根本史料をなす「所

領明細帳」 polyptyque,Urbarの史料批判が，

改めて注目を集めている。 19世紀以来の硯学た

ちによる仕事が不十分であったことが意識さ

れ，主要な所領明細帳ごとに大きな問題点が摘

出され，検討されつつある 2)。こうした研究動

向から，これら所領明細帳の新しい刊本を作成

しようとする試みが生まれてくるのは，当然で

あろう 3)。そうした状況の中で， I.シュワーフ゜

によってプリュム修道院所頷明細帳 (893年）

の新版°が，伝統ある「ライン地方所領明細帳J

シリーズの第 5巻として刊行されたことは，ま

ことに喜ばしい。それは， この所領明細帳が

19世紀以来多くの歴史家によって研究され，こ

とに K. ランプレヒト， Ch.Ed.ペラン，さら

にはごく最近の L.クッヘンブッフ 5) による著

作が，それぞれの時代に相応しい視角からこの

1) 森本芳樹「西欧中世初期領主制研究の現状—--
1983年 9月ヘント研究集会『メロヴィング期・カ

ロリング期における大所頷」をめぐって一ー」
「史学雑誌」 93-6,1984, 78-89頁を参照。

2) 森本芳樹「プリュム修道院所領明細帳 (893年）
の史料批判をめぐる二つの問題」（ I),本誌，

47-4, 1981, 3頁。

- 47 -

3) その先駆をなすのが，ガンスホーフによるサン
・ベルタン修道院所領明細帳の刊行である。 F.L. 
Ganshof, Le polypyque de l'abbaye de Saint-Ber-

tin (884-859). Edition critique et commentaire, 

Paris 1975.なお現在では，ドヴロワによって，ラ

ンスのサン・レミ修道院所領明細帳が刊行され，

ロップ修道院所領明細帳の新版が予告されてい
る。 J.P.Devroey, Le polyptyque et les listed de 

cens de l'abbaye de Saint-Remi de Reims (IXe— 
XIe siecles). Edition critique, (Travaux de 

l'Academie nationale de Reims, 163), Reims 

1984; Id., Le polyptyque de l'abbaye de Lob-
bes, a paraitre in Bulletin de la Commission 

royale d'histoire. 

4) I. Schwab, Das Prumer Urbar, (Rheinische 

Urbare, 5), Dilsseldorf 1983. 

5) K. Lamprecht, Deutsches Wirtschaftsleben im 

Mittelalter. Untersuchungen uber die Entwick-

lung der materiellen Kultur des platten Landes 

auf Grund der Quellen zu四 chstdes Mosellan-
des, II, Statistisches Material. Quellenkunde, 

Leipzig 1885, pp. 59-105 ; Ch. Ed. Perrin, 
Recherches sur la seigneurie rurale en Lorraine 
d'apres les plus anciens censiers (IXe--XIIe 

siecle), Paris 1935, pp. 1-98; L. Kuchenbuch, 

Bauerliche Gesellschaft und Klosterherrschaft im 

9. Jahrhundert. Studien zur Sozialstruktur der 
familia der Abtei Prum, Wiesbaden 1978. 



経済学研究

史料の徹底的な検討も試みた成果であったにも

拘らず．いずれも． 19世紀中葉に出版された H.

バイヤーによる欠陥の多い刊本6) によっていた

からである。例えば．底本では½を示すために

頻出する略号である S の小文字（→＜semis►)

の大半が．バイヤー版では印刷されておらず．

そこからペランやクッヘンプッフが． 9世紀末

プリュム修道院領における二分のーマンスの例

外性を結論するというような．信じ難い事情さ

えあったのである匹

シュワープが底本に用いたのは，バイヤーと

同様に1222年の元修道院長カエサリウスによる

写本8) である。プリュム修道院所領明細帳の原

本が伝来しておらず．その上．このカエサリウ

ス写本以外には． 14世紀の書体による写本”が

あるのみで．しかも後者は前者のやや乱雑な筆

写によっているという事情から．それは当然の

ことと言えよう。しかし．シュワープによる刊

行方法の特徴は．カエサリウス写本をその物的

体裁においてなるたけ忠実に再現したことにあ

り，この点ではバイヤー版よりもはるかに細心

な作業が行なわれている。

そもそもカエサリウス写本には．所領明細帳

の筆写に加えて．カエサリウス自身が書き下し

た部分—序文．目次，注釈． 1222年における

6) H. Beyer, Urkundenbuch zur Geschichte der, 
jetzt die preussischen R感erungsbezirkeCoblenz 
und Trier bildenden mittelrheinsichen Terri-
torien, I, Koblenz 1860, pp. 142-201. 

7) 森本芳樹「カロリング期農村批界の新しい像を
求めて。 9世紀末プリュム修道院領の殷民」．本
誌， 45-3,1980, 7-10頁。

8) Landeshauptarchiv Koblenz Abt. 18-Nr. 2087. 

その描写は，森本芳樹「プリュム修道院所領明細
帳 (893年）のカエサリウス写本 (1222年）につ
いて。西欧中世農村史史料伝来の 1例」，本誌．
46-4 ・ 5, 1981, 92-95頁を見よ。

9) Stadtsbibliothek Trier Ms 8°-1708-58.その

描写は，森本「カエサリウス写木」〔前注 7)〕.
115-116頁を見よ。

第 51巻第 1・ 2号

プリュム修道院の封臣の表，及び祓文—が含

まれているが， シュワープは活字の形を変え

て，これら二つの部分が視覚的にも容易に区別

できるように，印刷させている。また，注釈の

大部分が本文に出る用語や地名に関連されて書

かれていることを考慮し，バイヤー版における

ように．これが本文の対応箇所と異なった頁に

印刷されることのないように配慮して，刊本の

頁建をカエサリウス写本のそれと一致させると

いう，特異な仕方が採用されている。すなわ

ち．シュワープの書物では158頁から259頁が所

領明細帳の刊本に当てられているが， 158頁に

印刷されたカエサリウス写本第 5葉表から始ま

って．底本で 1頁にあまりに多くの注釈が書か

れていて刊本で 2頁を当てざるをえない若干

の例外を除いて，刊本の 1頁には底本の 1頁

（各葉の表か裏）が再現されて，刊本259頁＝底

本第51葉表に至っている。そして各頁では本文

の改行の場所を正確にカエサリウス写本どおり

とし．底本で注釈が本文の行間に書かれている

場合には，刊本ではさすがに頁の下部にもって

きているものの， そうした配列の変更も含め

て，底本の物的体裁の詳細は編者による多くの

注記によって余すところなく伝えられている。

その上この刊本には，カエサリウス写本の写真

版が付録につけられていて，刊本のみで底本の

詳細が分らなければ，直ちにこれを参照するこ

とができるのである。

こうして，シュワープによる新版によって．

あたかもいながらにしてカエサリウス写本を眼

前にしているごとくに，しかも．細字で読みに

くい部分も明瞭な活字とされ．多数の略号も完

全な語形に置き換えられているという恵まれた

状況で，プリュム修道院所頷明細帳の研究がで

きることになったのである。そればかりではな
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い。読者の便を考えた編者は，地名，カエサリ

ウス注釈に現れる封臣名，本文に現れる人名，

事項名，貢租納入期日，カエサリウスが本文中

の事項を説明するために用いた用語，これら 6

項目にわたって50頁を越す索引を作成し，詳細

な文献目録，及び11葉の地図とともに巻末に付

している。ことに折込になっている 2葉の地図

は， 9世紀末プリュム修道院領の状況を，所領

明細帳以外の史料をも取り入れて詳細に描写し

ており，「ライン地方歴史地図』 Geschichtlicker 

Atlas der Rheinla曲の一部とされている。こ

のように，所領明細帳研究者に多大の便宜を提

供したというかぎりでも，シュワープの功績を

多とせねばならないのである。

2 新版の前提＝追加部分の不在

しかしながら， 9世紀に作成されたフ゜リュム

修道院所領明細帳の刊本が， 13世紀におけるカ

エサリウスによる筆写のなるたけ忠実な再現と

いう形で，作成されうるためには，後者が前者

の文言をそのまま含んでいることが前提であ

る。実は，この史料の長い研究史を通じて，こ

の点は一般に否定的に考えられてきた。すなわ

ち，カエサリウスが底本を忠実に筆写したこと

については意見が一致しているものの，この底

本については，次のようなペランの考え方が現

在までの通説となってきたのである。それは，

893年に作成された所領明細帳には， 後代に多

数の文言が追加記入され，それらを本文に取り

込む形で最初の写本がある時点で作成されてお

り，カエサリウスが原本と信じつつ用いた底本

は，実際にはこの第 1次写本であったというの

である10)。そして，カエサリウス写本でこの追

10) 森本「二つの問題」〔前注 2)〕,27-30頁を見よ。

加部分を識別することはきわめて困難であり，

確かにペランはそのための方法を一般的な形で

述べてはいるが11)，追加部分の一覧表を作成す

るには至らなかった。バイヤー版に代る新版が

待望されながら今日に至るまで実現しなかった

のも，プリュム修道院所領明細帳を 9世紀の史

料として刊行するためには，ともかく追加部分

の分離が必要であると考えられていたからに他

ならない。従って，カエサリウス写本の再現と

してのシュワープによる新版は，基本的な構想

において，こうした通説に対する根底的な批判

を含んでいるのである。事実この書物の先頭に

は， 155頁に及ぶ「序論」 Einleitung12) が置か

れており，そこではこの史料の批判的検討によ

って． カエサリウス写本が 893年原本を全くそ

のまま再現しているという大胆な結論が打ち出

され，新版で採用された方法の弁明が行なわれ

ている。こうして，シュワープの仕事に対する

批評は，当然この序論の検討を中心としなけれ

ばならないことになる。

ところでこの序論は， A 「手書本の伝来」，

B「研究史についての注解」， C「プリュム所

領明細帳の成立史についての考察」， D 「893年

テクストの成立」， E 「総括」の 5章から成る

が，何と言っても主要部分は 100頁以上を当て

られたDである。確かに他の章にも興味ある論

点がないわけではない。例えばAでは，カエサ

リウス写本の装丁ー一ことに先頭の 2折の構成

一の仔細な検討によって，まず所領明細帳を

筆写して注釈を施した後，情報を整理した上で

目次と封臣の表を作成し，最後に序文と跛文を

書き加えたという，カエサリウスの仕事の順序

11) Perrin, op. cit., pp. 66-71. 
12) Schwab, op. cit., pp. 1-155. 
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が明らかにされている13)。また， Cでは，カエ 新な見解を打ち出しているのであって，十分に

サリウスによる筆写が底本の忠実な再現であっ 吟味されなければならない。

たことが，その動機と手続についての従来より

はずっときめ細かい検討によって，論証されて

いる14)。この点については，カサリウスが 9世

紀の所領明細帳を筆写したのは， 1222年の時点

で実務的価値を担う文書を作成するためであっ

たという確信が，殆どすべての研究者によって

抱かれてきた。しかし，中世初期から中世盛期

にかけての領主制の大きな変容を考慮するかぎ

り，完全に時代遅れとなっていたはずの 9世紀

の記録の忠実な再現が，どうして13世紀に実用

性を持ちえたのか，この点の満足のいく論証は

与えられていなかった。シュワープはこうした

中で，カエサリウスが同時代のプリュム修道院

に提供しようとしたのは，系統的な台帳ではな

くて所領管理のための様々な指針であり， 893

年の所領明細帳が土台として役立ったのは，こ

うした指針を注釈の形で記すためのきっかけと

なる，多くの文言を含んでいたからであると考

える。そこから， カエサリウス写本のうちに

は，「互いに解明し，補完しあうが， 決して影

響し，変更しあったりはしない二つの等価の史

料」15) が並存する，という独自の主張に至って

いるのである。これらの論旨はきわめて興味深

いが，いずれも現在までの研究史を補完するこ

とを目指しており，通説に根底的変更をもたら

そうとするものではない。これに対してDで展

開される 893年プリュム所領明細帳作成過程の

検討は，ランプレヒト以来の諸研究に真っ向か

ら対決して，伝来されている形でのこの史料に

は後代の追加部分は存在していないという，斬

13) Ibid., pp. 3-5. 
14) Ibid., pp. 24-37. 
15) Ibid., p. 37. 

3 新版における所領明細帳作成方式の構想

すでにBにおいてランプレヒト．ペラン，及

びクッヘンブッフを中心とする研究史を批判的

に検討していたシュワープは． Dの最初で．所

領明細帳作成過程の問題領域としての重要性を

指摘する。すなわち．先行する研究者はいずれ

も，所領明細帳を一定の書式に則った整然たる

記録であると．先験的に想定しており，そこか

ら．プリュム修道院所領明細帳に見える一見混

乱した記述や．一貫しない文言の由来をすべて

疑問視し．原本への追加や挿入によって説明し

ようとする傾向を持っていた。しかし．このよ

うな「体系的・演繹的作業方法」 Systematisch

-deduktive Arbeitsmethode16) は．近代的な

常識によって， 9世紀の現実を歪めてしまう危

険を内包している。すなわち．プリュム修道院

は広範囲に散在しているその所有地を．中世初

期の交通事情のもとで調査し．かつ多様な形態

を示している諸所領を，カロリング期特有の文

書作成能力をもって記録しなければならなかっ

た。従って．所領明細帳の時には矛盾するよう

な記述は．むしろ，完備したとは言い難い管理

機構が当時の複雑な所領形態の登録を行なった

という事情から．説明しうる可能性が大きい。

こうしてシュワープは．プリュム修道院所領明

細帳の錯雑した文言をともかくそのまま受け入

れ．これを仔細に検討しつつ．その 9世紀末農

村の現実そのものとの対応関係を探ってみよう

という．「分析的・描写的作業方法」Analytisch

-deskriptive Arbeitsweise17)を提唱すること

16) Ibid., p. 19. 

17) Ibid., p. 20. 
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になる。それによって，この史料の批判的考察

を狭く文献学の分野に閉じこめておくのではな

くて，地域史と社会・経済史の頷域に引き出し

てこよう，というのである 18)。

ところで，史料の文言と所領の現実とを結び

つける環としてシュワープが何よりも重視する

のが．修道士たちの調査委員会による所頷の巡

回．という所領明細帳の作成方式19) なのであ

る。すなわち．土地と頷民から最大限の収入を

確保するための台帳に必要な．多種多様な項目

に関して大量の数字を含む情報は．既存の文書

から十分に獲得できるはずはな<,現地での調

査活動が必至である。その場合．もし分散して

いる所領で個別的に行なわれた調査の結果が修

道院に送付され．そこで始めて所領明細帳が起

草されたとすると，情報の記載は報告の到着順

序となるはずである。けれどもプリュム修道院

所額明細帳では，ペランが指摘した20) とおり．

近接所領は近接した章に記入され．諸所領の地

理的配置に応じた章別構成がとられている。こ

の点を考慮するかぎり．所領群ごとに設けられ

た多数の調査委員会というペランの構想21) を

捨てて，単一の．せいぜい数組の委員会による

全所領の巡回調査を想定した方がよい。そして

この道程は．主としてプリュム明細帳での記載

順序から．殆ど細大もらさず再現しうるのであ

って．それは調査と起草の最大の拠点となる修

道院所在地プリュム，娘修道院所在地ミュンス

ターアイフェル Miinstereifel, ザンクト・ゴ

ァSankt-Goar,及びアルトリップ Altrip か

ら，所頷群ごとに存在している中心所領ー一領

主屋敷や教会が存在していて．情報の集結点で

18) Ibid., p. 40. 
19) Ibid., passim. 
20) Perrin, op. cit., pp. 46-50. 
21) Ibid., pp. 61-65. 

あると同時に宿泊や休息の便宜がある所領一—―

を結ぶ経路に，それぞれから周辺のより小規模

な所領をも必要に応じて訪問するための行程を

加えた，総体なのである。そして，フ゜リュム，

ミュンスターアイフェル，及びザンクト・ゴア

とアルトリップを拠点とする 3組の調査委員会

があった可能性と，プリュムとミュンスターア

イフェルには 2組ずつ，全部で 5組があった場

合とが考えられるが，いずれにせよ合計 3,230

kmの道程を踏破して，ほぼ200日前後で現在

伝来されている所領明細帳が完成した，という

のである。

次に，書記を 1名含む数名の修道士から成る

この調査委員会は，予め確定されている書式を

中央から携行し，その枠に当てはまるように情

報を収集したのではない。むしろ，所領ごとに

異なる現実に対応すべく，聞き取りを主たる手

段として，現場において最も重要と考えられ

た収入源—多くの場合，通例の負担体系に

服する農民保有地—から始めて，「体系的に」

systema ti schというよりむしろ「連鎖的」 as-

soziativ22)に，情報を書きとめていった。その

場合，中心所領に拠点を置き，しかもひんぱん

な移動を伴う調査活動によって，同じ項目につ

いて複数の，時には矛盾しあう情報が，時間的

に前後して入ること，中心所領における整理一

ーしばしば所領管理単位ごとの合計算出という

形をとる一の過程で，周辺所領で収集された

情報が訂正されること，さらには調査委員の間

で異なった情報が収集されること，などもあり

えた。従って，所領明細帳作成の基本作業であ

る各所領についての明細帳（→＜breve►) の作

成は，「個々の情報のしばしば無秩序な収集を

22) Schwab, op. cit., passim. 
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特徴とする仕方」23) で行なわれたのである。

このように，中央から派遣された修道士たち

が諸所領の地理的配置を追う道程によって，各

々の場所での所領形態に合わせたきわめて柔軟

な仕方で作成した個別明細帳は，プリュム， ミ

ュンスターアイフェル，ザンクト・ゴアなどに

持ち婦られ，ついで最終的には修道院所在地に

もたらされる。それらは，あるいはこれらの場

所で書き匝されたかもしれないが，ともかくそ

の際にも書式や文言を統一するための大きな改

変は加えられなかった。調査委員会に加わって

いた修道士による若干の整理は行なわれ，また

その直後にも別の修道士の手が 1回だけ加えら

れたことは認められるが， これらはいずれも

何箇所かでの合計の算出と記入に限られてい

る24)。その後は，ペランが考えたような新しい

情報の系統的記入の形跡はなく，結局， 9世紀

末に作成されたままの原本がカエサリウスにま

で伝来した，と考えてよい。こうして，フ゜リュ

ム修道院所領明細帳は当初から，一定の書式に

従って整理された記述となったことは 1度もな

く，一見混乱し矛盾を含む文言が，その作成過

程によって十分に説明されうる本来の姿なので

ある。もし「追加」 Zusatz, additionという概

念をここに適用しようとしても，各所領の明細

帳が書き始められた時点以降の新しい情報の記

入を，すべてそう考えなければならなくなっ

て，殆どすべての文言を対象としなければなら

なくなってしまう 25)。むしろ， 1年以内の一続

きの作業行程によって完成したこの所領明細帳

を，追加記入のないまま伝来している史料，と

考えるべきなのである。

23) Ibid., p. 47. 

24) 具体的には，後掲 78-82頁を参照。
25) Schwab, op. cit., pp. 150-151. 
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カエサリウス写本の再現としてのプリュム修

道院所領明細帳の新版を根拠づける，シュワー

プの議論はおよそ以上のようであるが，問題

は，シュワープが立論の中心に据えている所領

明細帳作成過程についての直接の言及が，この

史料の内部にも，同時代のプリュム修道院に由

来する他の文書にも，全く存在しないことであ

る。シュワープの論証は，所領明細帳の章別編

成と文言が，調査委員会が存在して一定の仕方

で活動したとの想定によって最もよく理解しう

る，という水準にとどまっている。従ってその

当否の判断は，この所領明細帳の個々の文言，

ことに一見して混乱を示す箇所が，シュワープ

の新説によって従来の考え方に従うよりももっ

と整合的に解釈されうるか，シュワープの議論

が単なる可能性の暗示にとどまらず，蓋然性の

論証に至っているか，この点にかかってくる。

こうしてわれわれは，シュワープが序論のDで

行なっている所領明細帳の個々の章ごとの具体

的な分析を，細心に検討する必要に迫られるの

である。もちろん，シュワープの詳細な議論の

すべてを追究することはできないが，一つずつ

の所領群を記載するまとまった諸章ごとに進め

られる叙述を追って，研究史のうちで取り上げ

られてきた主要な問題に関連させつつ，考えて

みよう。

4 所領明細帳の分析によるシュワープ説の

検討26)

26) 以下では，議論の対象になっている文言の検索
の便を図るため，プリュム修道院所領明細帳に登
場する所領名を引用する場合は， Rommersheim
(1)のごとく， その所領が記載されている章番
号を記し，また史料文言の引用には，シュワープ
による新版での頁建と行建ー―-〔185-10〕なら，
引用部分は Ibid.p. 185, 1. 10から始まる一一ーを
示すことにする。
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第 1 章—一ー第 9 章2” 研究史のうちで，修道

院所在地に最も近い所領群を記載するこれらの

章について一番問題となってきたのは， r軽量

運搬賦役J{scara}に関する記載であった。す

なわちこの義務については，所領明細帳に共通

な一定時点での状況の描写とは違って，異な

った時点での賦課と免除が同一の所領を場と

して記されている。そしてペラン以来，これら

は9世紀末以降に生じた変化を記載した追加部

分であると，考えられてきたのである28)。残念

ながらシュワープは，これらの章に追加部分が

あることは否定しながら，軽量運搬賦役に特有

な記述については，殆ど触れていない。僅か

に， Giesdorf(4)と Dingdorf(5) との調査

が，プリュムからもっと離れている Wettel-

dorf(2)より後廻しになった根拠として，修

道院が前者に主として求めていた軽量運搬賦役

は，すでに熟知されていて詳細な描写が不要だ

った点が示唆され，また，この賦役労働を専門

とするスカラリウス（→＜scararius}) につい

ての記載が，これらの章での「範例」 Regelfall

をなすマンス保有農民の負担規定への例外とし

て現われる，と指摘されるのみである。けれど

も， Wallesheim(6),Kalenborn(7), Sarres-

dorf(8) では， 『非自由人マンス』 <mansa

servilia}とスカラリウスの双方に， それぞれ

範例を択んで詳細な負担規定を行なっており，

そもそも修道院がその周辺に集中して配置して

いた軽量運搬賦役負担者について，正確な描写

が必要とされていたことは疑いない。従って，

これらの章で例外的記載の体裁をとり， しか

も，異なった時点での事柄を書きとめている部

分を追加記入と考えることは十分の根拠を持っ

27) Ibid., pp. 43-61. 
28) 森本「二つの問題」〔前注 2)〕． 37-39頁。

ており，シュワープの議論はこれを否定するだ

けの力を持ってはいないのである。

第10章一ー第四章29) この箇所での最大の問

題は，第14章以下の章別構成における混乱であ

る。すなわち，カエサリウスによる章名に従え

ば，＜DeWihc}(14), {De alio Wihc}(16), {De 

tertio Wihc}(17)，さらにくItern de W ihc) 

(22)と， 同名の所頷が 4章にわたって登場す

るという． きわめて不自然な事態になってい

る。ペランはこれを． Sefferweich(14,16) と

Malbergweich(17, 22) という，二つの場所に

関する原本での記述と追加記入とであると考え

た。そもそも，前者には負担体系の若干異なる

2組の保有地があって，原本ではそれらが若干

の間隔を懺いて記載されていたが．すぐ近辺の

Heilenbach(15)での 1マンスが新たに軽量運

搬賦役を負担するという事態が起って，それが

この余白に追加記入され，写本作成の際に，

Sefferweich(14, 16) の描写の内部に割込む形

で筆写されてしまう。後者は，当初は第17章に

記されている 3マンスの記載のみだったが，後

に同じ場所のスカラリウス 2名についての記述

が挿入され，これと先行する Densborn (21)の

水車 1基に関する別の時点での追加記入とが，

これまた写本作成の段階で一続きに筆写されて

しまって，両方で現在の第22章となった， と

いうのである30)。これに対してシュワープは，

Sefferweich(14, 16) の中に Heilenbach (15) 

が割り込んでいるのは，調査委員会が前者にお

いて執筆に当っている際に，後者についての情

報をえたからであるか，場合によっては，委員

会の一部のみが後者を訪問調査し， Seffer-

29) Schwab, op. cit., pp. 45-62. 
30) Perrin, op. cit., pp. 71-72. 
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weich (14, 16) で合流した後に執筆したからだ

と説明する。また， Malbergweich(17, 22)が

二つの章に分れてしまったのは，次の理由によ

る。そもそも調査委員会は，この所領のマンス

3が Sefferweich(14,16)の大部分のマンスと

同じ負担をしているために，その事実を聞き取

ったのみで現地調査を省略した。ところが中心

所領 Etteldorf(lO)に戻って執筆にかかった後

に． Malbergweich(17, 22) のスカラリウス 2

名についての情報が入ったため，やはり遅れて

その存在を知った Densborn (21) の水車とと

もに，他の諸所領に関する 4章の後に続けて書

き込んだ，というのである。

しかしながら，これらの章を一貫して観察す

ると， Etteldorf(lO) でマンスの詳細な負担規

定が与えられた後， Nattenheim (20)までは，

各章ごとに，『同様に賦役し，支払う」＜simili-

ter serviunt et solvunt► というように記し

て， これを範例とするか， あるいは，「……は

除いて」 <excepto……〉としてこの範例から

の差異を記す，という統一した書式をとってい

る。その中に， Heilenbach (15)のマンス 1に

ついての全く違った形式での記述が突然登場す

ることを，情報がその前後に記載された事柄と

ほぼ同時に獲得されたという理由からだけで

は，とても説明できないであろう。しかもこの

マンスについては，『かつては非自由人的義

務をしていたが現在は軽量運搬賦役をする」

{ante servilem servicium faciebat et modo 

scaram faci t► 〔176-20〕として，先行する所

領群におけると同様の記載があるのだから，ゃ

はりこれは追加記入とするのが順当であろう。

Malbergweich(17, 22) については Seffer-

weich(14, 16) に続いて，そこと同じ負担をす

るマンス 3が連鎖的にまず記載され，遅れて入

第 51巻第 1• 2号

ったスカラリウス 2名の情報がしばらく後で記

されたというシュワープの想定には，確かに決

定的な困難はない。これらスカラリウスについ

ての記述が厳密に一つの時点に限られているだ

けに，ますますそうである。しかし，シュワー

プの説明に従った場合，軽量運搬賦役に大きな

関心を示しているはずの調査委員会が，なぜ当

初はスカラリウス 2名についての情報を見落し

てしまったのか，この点はやはり理解に苦しむ

ところとなるであろう。

プリュムとモーゼル河との中間に位置する

Motzsch (23) は先頭に「半自由人マンス」

{mansa ledilia► 44が記される大所領である

が，末尾にカエサリウスが「Motzschの合計』

{summa de Merxz► 〔181-10〕とした項目があ

って， Motzsch及び周辺11箇所での総計マン

ス46の配置が示されているために， この部分

が原本に属するかについての見解が分れてい

た31)。シュワープによれば，連鎖的に行なわれ

た様々な記載によって，この長い章は全体の見

通しが悪くなっており，それを整理する目的で

原本のうちに書かれたのがこの部分で，これを

カエサリウスが誤って「合計」としてしまった

という 32)。けれども，この章の末尾近くにはす

でに 7マンスを保有する Ratbertusを始めと

して，合計で32マンスを持つ巨大保有者 3名を

中心とする記述があり，それについでスカラリ

ウス 4名が 7マンスを保有するとされている。

そして『合計」に出る地名のうち 3箇所はすで

にそこで言及され，しかも，そのうち Stedem

でのマンス数が若干異なっている。複雑な記述

を整理するために， 「合計」がこの章の内容と

31) Ibid., p. 28. 

32) この点は， Schwab,op. cit., p. 136でも，再
説されている。
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して書かれたとすれば，その中のごく一部の情

報だけが既出のものなのは奇妙であり，これは

やはり，本文に新しい情報を付け加えるための

追加と考える方が自然であろう 33)0 

第24章一一算~29章34) モーゼル河沿いの Meh

ring(24) に当てられた第24章は， rMehring 

には 2％マンスがあり，そこに領民53人が居

住するJ{Sunt in Merreghe mansa II et 

dimidium, ubi resident homines LIII} (181-

18〕という，土地面積と領民数との不釣合な文

章から始まり， 6頁にも及ぶ長大な章で，多く

の一見混乱した記述を含んでいる。その主たる

内容は，マンス数と領民数に続いて，＜pictura►

57片などぶどう畑の種類と数， Eurihcを範例

とした 1マンスと 1 {pictura► からの負担，

この範例と同じ負担をする30名，及びそれらの

妻と，それよりも各々ぶどう酒 2ミュイ少なく

負担する27名との記名， 別のマンス 5, {hai-

staldi} 6名による負担， 「ベネフィキウムに

ついて』 <Debeneficiis► 〔185-10〕との表題の

もとで多数のぶどう畑，賦役労働に際しての給

養最後が「合計」となっている。

ランプレヒト以来，この章については様々な

解釈が行なわれてきたが，ことに r合計」のあ

り方を軸に据えて，詳細な考察を施したのがペ

ランであった。それによれば，領民数に対して

ぁまりに少ないマンス数には，明らかに原本で

の誤りがあるが，その上この章には，多くの追

加部分があり，その主たるものは以下であると

いう。すなわち， 全部で 57名についてわざわ

ざ行なわれた領民名の記載，教区教会・司祭・

33) 詳細は，森本「二つの問題」〔前注 2)〕,36-37
頁を見よ。

34) Schwab, op. cit., pp. 62-74. 

領民による <pictura► を中心とした多くのぶ

どう畑保有を描< rベネフィキウムについて」，

及び章の先頭にある 2½マンスを無視しなが

ら， Eurihcの範例の数字に機械的に57を乗じ

て算出された「合計」，である。ペランによる

理解の基礎となったのは，「領主直領地から切

り離され，それを耕作する任務をもって，保有

者に委ねられたぶどう畑」35)，すなわちぶどう

畑での定地賦役地とする <pictura► の定義で

あった。その上で，当初 Eurihcを始めとする

50数名の領民が標準的にはマンス 1とくpic-

tura} 1 を保有していたが，後にくpictura► が

独立の保有地となって一部がベネフィキウムと

される，こうした過程を想定し，その様々な時

点での所領諸要素の登録がこの章には並存して

おり，従って追加部分とすべき記述が多いとい

うのである36)。

これに対してシュワープは，この章が全体と

して 893年に書かれた通りに伝来しているとい

ぅ，全く逆の主張を展開しているが，その議論

は，ぶどう栽培地帯に位置するというこの所領

Mehring(24)の特質を前面に押し出している。

すなわちシュワープによれば，プリュム修道院

はこの所領で積極的なぶどう畑開発政策を実施

しており，耕地の大部分がぶどう畑であったと

考えてよい。また，地域史研究の成果によれ

ば，少なくとも開発当初には，＜pictura► はマ

ンスと結びついておらず，ぶどう栽培の労働集

約性からして， 自立した耕作単位となってい

た。従って，＜pictura► とその耕作に従事する

領民とが，マンスより著しく多くても不思議で

はない。調査員は必要に応じて節の表題を入

れ，さらに合計も算出してある程度の整理を加

35) Perrin, op. cit., p. 765. 
36) Ibid., pp. 74-77, 
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えたが，ともかく，所領明細帳の目的である収

入確保のためには，多くの個別情報を集積すれ

ばよかった。こうして，錯雑した記述は追加に

由来するとか，所領構造の整序はマンス制度に

よるといった固定観念にさえ囚われなければ，

ぶどう栽培に特化した所領の描写として，この

章を十分に理解しうる，というのである。

シュワープによるこの章の分析は，所領の現

実に密着した考察によって，史料批判を地域史

の場に引き出そうという提唱の実践として，き

わめて魅力的ではある。けれども，この章の前

半で大きな部分を占めるのが， 1マンスと 1

{pictura► とをまとめて保有している Eurihc 

による義務の描写であり，それがこの所領での

頷民負担の範例となっている事実は，何として

も動かし難い。しかも，この範例は他の諸所領

におけるそれと， 内容上本質的な差異を示し

てはいない。確かにぶどう栽培地帯らしく，

Eurihc とその妻はぶどう酒15ミュイを給付し

ているが，週賦役，年賦役，定地賦役の組み合

わせによる重い賦役労働が，負担の中心になっ

ており，ただ，他の諸所領では穀物畑で行なわ

れている定地賦役（→＜iugera►）が，ここ Meh

ring(24) では <pictura► となっているのであ

る。さらに，第24章の後半でかなりの行数を用

いて規定されている給養も，この範例に登場す

る賦役労働に際して与えらるべきものとして，

描写されている。これに対して，＜pictura}を

委ねられた場合の義務は，そのものとしては言

及されていない。

このように見てくるとき，＜pictura► とマン

スとを切り離して，前者のみが多数あって後者

はきわめて少なかったとするシュワープの想定

は，いかにも無理であろう。確かに，この所領

はぶどう栽培地帯の特徴を示してはいるが，所

第 51巻第 1• 2号

領明細帳の記述からは，シュワープの言うほど

のぶどう酒生産への特化が行なわれていたと

は．考えられない。むしろ，ぶどう畑は主とし

てくpictura► の形で， マンス保有農民による

定地賦役として耕作されていた，と考えた方が

よい。従って，われわれもペランと同様に，当

初のマンス数には史料伝来上の問題があると想

定した上で， 50数名の保有農民がいた Mehring

(24)の描写たる第24章は，数字についても内

容的にも，一定時点で書かれたとしては様々な

矛盾を示しており，その範囲を確定することは

不可能であるが，一部を追加部分と考えてよい

のである。

モーゼル河沿いの Schweich(25)に当てられ

た第25章では，ごく普通の負担規定—その中

には， fpicturaをすれば，ぶどう酒10ミュイ

を支払う」 <Sipie tu ram faci t, solvi t de vino 

modios X► (187-17〕 という記載が含まれて

いる一ーを持つ15マンスと，負担のずっと少な

い15½マンスが記された後， 領主直領地及び

ベネフィキウムとなっている若干の <pictura}

が登録される。問題は， その後に，『周辺にあ

る所領からの合計J{Summa de villis circum-

iacentibus} (188-5〕 という表題のもとに，

多くの場所からの鶏とぶどう酒の給付を中心と

した記載があり， しかもそれに続いて『Sch-

weichからの合計」 <Summade Sueyge} (188 

-18〕として，この章全体についての計算が行

なわれていることである。ペランは最初の「合

計」を「錯綜した挿入」であると断言してい

る37) が， 第 2の「合計」には前者の内容のみ

ならず，文言の一部までがそのまま取り込まれ

ているから， これも当然追加だということに

37) Ibid., p. 71. n. 1. 
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なる。シュワープの見解はこれと異なって，

Schweich(25) 周辺の散在的諸所領を，現地に

赴くことなく簡単に記載したのが第 1の『合

計Jで，第 2のそれがこの章全体に対する本来

の合計だと主張している。

『周辺所頷からの合計』という表題がどのよ

うにして生まれたかについては，ペランもシュ

ワープも論じていないが，いずれにせよ，その

直前にある「Quintにぶどう畑 1,centenaか

らpictura1』<AdQuintam est vinea I, de 

cen tena pictura I► (188-4〕という記載も，内

容的にはこの「合計』の一部をなしている。そ

れは，ベネフィキウムとしての <pictura► の登

録がその前で終っており，かつ．表題を除いて

みると，次には，＜Centenade Sueyghe► から

のぶどう酒30ミュイの支払が記されているから

である。ついで「森林から来る貢祖J{Censum 

quad exit de silva► (188-6〕 とされた後．

次の記載が続く。すなわち， Isselから燕麦30

ミュイと鶏32羽， Scheidweiler から鶏20羽，

Zemmerから 3年ごとに鶏15羽． Rivenichか

らは， 「牛を持つ者は賦役をし． われわれの放

牧地に放している家畜を持つ者は，鶏 1羽を

支払わねばならない」 <faciuntcorvadas qui 

boves habent, et qui peculium vacuum ha-

bent in nostra waida, debent solvere pul-

lum► 〔訪9-9〕， Kltisserath から荷車を持った

者の各々ぶどう酒 1ミュイと持たない者の各々

1デナリウス． Thornichからぶどう酒16ミュ

ィ．「人足」 <fascularii}38) が各々 2デナリウ

ス． Enschから，荷車を持てば各々ぶどう酒 1

38) この語には，カエサリウスによる『重い物を運
ぶ者」 <quiferunt pondera}〔188-4)〕との注
があり， DuCange, Glossarium mediae et in-
fimae latinitatis, III-p. 418も，これをとってい

る。

ミュイ， Scheidweilerからぶどう酒 8ミュイ，

Lorschからぶどう酒 8ミュイである。そして，

「ここに聖ペトルスのマンス 5と聖パウリヌ

スのマンス 2があり，各々鶏 1羽を支払う」

{Sunt ibi mansa sancti Petri V, sancti Pau-

lini II, solvi t unusquisque pullum I► 〔188

-16〕及び『重量運搬賦役として全部で牛 7

頭J{In angaria inter totos boves VII} (188 

-17〕という二つの文章で，第 1の『合計』は

終っている。

これらの給付を，プリュム修道院はいかなる

権限で収取しているのであろうか。最初に言及

される <centena} は， プリュム明細帳でもう

1箇所だけこれを用いている第24章では，農民

が集団で賦役労働をする場合の単位39) を指し

ているが， ここではその意味ではないにして

も，貢租負担の何らかの単位であろう。それに

続いて，以下の貢租が森林に関っているとの指

摘があり，かつ， Rivenich についての規定も

鶏の給付が荒蕪地との関係があることを示して

いる。しかし， Klilsserath以下，モーゼル河

沿いの土地が記されるようになると，給付の内

容はぶどう酒となり，荷車や人足の指示から見

ても， その運搬が重視されるようになってい

る。末尾に近く現われる 2聖人名は，これらを

守護聖人とするトリアーの教会を意味してい

る40) が， やはりプリュム修道院領をなす森林

39) カエサリウスは， 『団体。われわれの賦役労働
は共同で行なわれるであろうから」<communitas,
communiter autem operabuntur opera nostra} 
〔183-10)〕と注しており， J.F. Niermeyer, 
Mediae latinitatis lexicon minus, p. 169も，こ

れをとっている。
40) H. Wohltmann, Die Entstehung und Entwic-

klung der Landeshoheit des Abtes von Prum, 
in lVestdeutsche Zeitschrift, 28, 1909, p. 384, 
n. 53. 
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の用益への対価41) が， この場合には明白に，

別の領主に属する土地から支払われていること

が示されているわけである。最後の重量運搬賦

役となると，その負担者は全く不明であり，多

くの議論を呼んだ，同じ賦役労働についての第

44章及び第58章末尾の合計42) を想起させる。

こうして第 1の「合計」は，プリュム修道院

が異なった諸権限に基づいて，自己の所有地以

外から取り立てている貢租の記載なのである。

こうした収入は，古典荘園制的所領とは全く異

なった書式で登録されるのが当然であり， ま

た，徴集拠点となっている Schweich(25)に当

てた章に一括されるかぎり，その記載も錯綜し

た姿をとらざるをえないであろう。従ってその

ことから直ちに，この部分を追加とすることは

できず，シュワープの言うとおり，ペランの判

断もきわめて確かとは言いえないであろう。だ

が，プリュム修道院所領明細帳の他の章には，

こうした記載は殆ど見られず， 893年に成立し

たこの史料の大部分とは違った時点に由来する

との印象もやはり拭い難い。そして，もしこの

『合計』が後代の挿入だとすると， それを取り

込んでいる第 2の「合計」も追加部分というこ

とになるが，後者については後に他の「合計J

とまとめて検討される43)。

次に取り上げなければならないのは， Hetze-

rath(27) である。それはこの章では，農民保

有地 7½マンスによる負担が，範例となるマ

41) カエサリウスも，「聖ペトルスと聖パウリヌス
のマンスは，われわれに賦役労働と他の小さな義
務を行なっているが， それは， われわれの放牧
地水及び領域に共同用益権を持っているからで
ある」 <mansisancti Petri et sancti Paulini 
faciunt nobis corvadas et alia iura minuta, 
quia habent communionem in pascuis, aquis 
ac terminis nostris}〔188-5)〕と書いている。

42) 後掲 80-82頁を参照。
43) 後掲 78-80頁を参照。

第 51巻第 1・ 2号

ンスを指示することのないままに， また『合

計」という表題によって区分することもせず

に，保有地全体からの総額の形で示されてお

り，しかも，子豚と屋根板はマンス当り基準額

の7.5倍としての数字が示されているのに，他

の給付は 7倍となっている，こうした奇妙な事

態があるからである。ペランは第27章の記載方

式は，この所領明細帳に『合計」を追加した者

の手による“)と考え，従って Hetzera th (27) 

の文言は後代の改変を受けていると見ていた。

これに対してシュワープは，この章の簡単な叙

述からは，数字の一見したところでの麒甑を解

明できないとしながらも，やはりここに挙げら

れた数字は， Hetzerath (27)の状況に通じた調

査委員が書き残した現実そのものである，と主

張する。具体的な議論としてシュワープは，卵

の給付が115箇となっていて， 7と7.5のいずれ

の倍数でもないことに注目し，これを完全マン

スからはそれぞれ15箇ずつ，二分のーマンスか

らは 10箇納められたものの合計と推定してお

り45)，他の賦課租も， 7単位の完全マンスと 1

単位の二分の一マンスに適宜配分されていたに

違いない，と考えているようである。

シュワープの言うように，第27章の調査委員

が単に理論的な計算をしたのではなく，この所

領に特有な事情の知識に基づいて執筆したと思

わせる節はある。まず， Hetzerath(27)でのマ

ンス負担の範例を，他の所領に求める記述が全

くない。先行する Fohren(26)の2マンスは，

『Schweich(25) と同様に賦役し， 支払う』

{similiter serviunt et solvunt sicut in Su-

uegh吟〔189-14〕とあるから， Hetzerath (27) 

についても範例を Schweich(25)の標準的なマ

44) Perrin, op. cit., pp. 77-78. 
45) Schwab, op. cit., pp. 72-73 et n. 184. 
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ンスに求めるのが自然だが，第27章の記述はこ

れといくつかの点で食い違っている。すなわ

ち， Schweich(25) のマンスが負担していた重

い賦役労働は Hetzerath(27) には現われない

し， Schweich(25) にあるぶどう畑の定地賦役

に伴うマンス当り10モディウスのぶどう酒納付

も． Hetzerath(27)では言及されていない。ま

た，前者で『どんぐりを集める』 <Glandos col-

ligi紗〔187-16〕 とされた賦役労働が，後者で

は35モディウスのどんぐりの納付となってい

る。さらに，第25章の『亜麻糸 1リプラ，ある

いは布を作る」 <Delino libram I aut cam-

silem facit} (187-15〕が，第27章では「布を

作る』 <camsilemfaciunt► 〔189-19〕にまと

められている。その他にも，前者にある芥子粒

の給付は後者に登場せず，逆に後者の「国王の

到着に際しての鶏 7羽J{In adventu regis 

pullos VII} (189-20〕 に相当するものが，前

者にはない。しかも，軍役税として， Schweich

(25)では 15マンスが牛 1頭を提供しているの

に， Hetzerath(27) では 7½ マンスで牛 1 頭

となっている。こうした細かな記述の差異が，

Hetzera th (27)でのマンス当り負担が実際に周

辺所領のそれとは異なっていて，調査によって

それを熟知した者が第27章を執筆した，と考え

させる根拠となりうることは確かであろう。

けれども，シュワープ説に反論するための材

料も多い。まず，シュワープの挙げる具体的な

根拠は，次の二つの点に特別な説明がなければ

説得力を持たない。第 1に，完全マンスが卵15

箇，二分のーマンスが卵10箇を給付するという

想定は，分数マンスは完全マンスの負担を比例

的に分割しただけの義務を負うという，プリュ

ム修道院領の原則46) と大きくかけ難れている

46) 森本「プリュム修道院領の農民」〔前注7)〕,13頁。

こと。第 2に． プリュム修道院所領明細帳で

は． 7½マンスという記載は．必ずしも 7 単位

の完全マンスと 1単位の二分の一マンスを指示

せず，合計 7怜となる完全マンスと分数マン

スとの様々な組み合わせー一例えば 6単位の完

全マンスと 3単位の二分のーマンスーーを意味

しえたこと 47)。そして．これらの点が解決され

たとしても第27章に記された諸給付の義務を．

7½マンスに実際に配分してみようとすれば．

115箇の卵以外はいずれも 7あるいは7.5の倍数

となっていて， 7単位の完全マンスと 1単位の

二分のーマンスに合理的に割り付けることは，

きわめて難しいのである。

また，上にあげた Hetzerath(27) の範例た

るべき Schweich(25)からの乖離にも，第27章

が893年より後の時点での計算に基づいて書か

れた，としても説明しうる部分がかなりある。

そもそもこの所領明細帳の『合計』では，多く

の賦役労働が除外されるのが通例である。どん

ぐりについても，すでに第25章の第 1の「合

計」では 15マンスによる 75モディウスの納付

と，現物給付の形で記されている。軍役税の牛

も， Schweich(25) と同じ率が適用されたとす

れば， Hetzerath(27) からは牛½頭の提供とい

う奇妙なことになってしまうので，それを避け

るために後者からも牛 1頭としたと考えてもよ

い。従って，そもそも 7½マンスを記載する第

27章には第25章とは若干異なるマンス負担が記

されていて， それを眼前にした後代の修道士

—おそらく他の諸章の『合計』の作者—

が，それとマンス数を乗じて総額を算出してこ

の章の内容とした，そして，マンス当り負担が

複数箇で計算の面倒な給付については， 7倍す

ることで満足してしまった，こうした解釈によ

47) 同上， 9頁。
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ってペランの推論を生かすことも十分に可能な

のである。いずれにせよ，第27章に後代の改変

を認めるかどうかも， 「合計』全体の検討にか

かってくると言えよう 48)0

第30章一ー第32章49) これら 3章に記載され

るのは，モーゼル河から東方にかなり離れ，む

しろライン河寄りの Altenglan(30),Odenbach 

(31), Weinsheim(32) である。次の Remich

(33)は再びモーゼル河沿いに位置しており，

また第 104章以下に記される娘修道院ザンクト

・ゴア及びアルトリップの賦与財産の方が距離

的には近い。従って，これら 3所領がなぜ所領

明細帳のこの位置に配置されたのか，説明は簡

単ではなく，シュワープも調査委員会の行程再

現は困難であるとしている。ただし，文言その

ものには一見した矛盾はなく，ペランも追加部

分を指摘していない。

第33章50) この章は先頭に腹民保有地29½マ

ンスを登録するが，それらは Remich(33) を

中心として，全部で 8箇所に所在するものとし

て描写されている。続けてマンス当りの負担が

記されるが，こうした散在所有にふさわしく，

四つの異なった制度が存在する。その旗後の 3

名のベネフィキウム保有者の記載までには，取

り立てて問題となる点がない。一見奇妙なの

は，その次に29½マンスからの「合計」が記さ

れ，しかも末尾に至って始めて，領主匝領地が

記載されることである。後者については，プリ

ュム修道院所領明細帳での頷主直領地の登録が

系統的でなく，諸章でのその位置も一様ではな

48) 後掲 75-82頁を参照。
49) Schwab, op. cit., pp. 74-78. 
50) Ibid., pp. 78-79. 

第 51巻第 1・ 2号

いことからして，怪しむには足らないかも知れ

ない。おそらくその点を考慮してペランは，

Remich(33)が 1章のみで独自の害式を示すと

し51)，シュワーフ゜もこれを周辺諸所領からは区

別して扱っているのであろう。しかし『合計』

は，第33章を締めくくる位置にないばかりか，

その内容の点で第27章と似た問題を含んでい

る。すなわち，子豚代納金マンス当り 1ウンキ

アの総額を29½ウンキアとするものの，軍役税

は各 2 デナリウスを負担する19½マンスと各10

デナリウスを負担する 10マンスとからの総計

が，本来は 139デナリウスとなるはずのところ

が 5ウンキア （→100デナリウス）とされてい

る。続いて， 1 マンス当り½リプラの亜麻糸納

付の合計は，「二分のーリプラを 29½」 <libras

dimidias XXVIIII semi吟〔194-20〕 という

変った書き方になり，マンス当り鶏 3羽，卵10

箇， 屋根板100枚， 棒材50本の合計は，それぞ

れ 88羽（本来なら 87½羽）， 295箇， 2,900枚

(2,950枚）， 1,450本 (1,475本）とされている。

最後にマンス当り 5モディウスの穀物運搬は合

計147 モディウス (147½モディウス）， それに

代る 4マンス当り車 1台のぶどう酒運搬は， 29

½マンスから合計 7 台と記される。軍役税につ

いては本文の一部が見落された可能性が大きい

が，それ以外は，計算が困難な場合（この部分

の執筆者は， 1倍と10倍はできたが， 100倍は

できない）に系統的に29マンスとして計算した

のでもなく一ーもしそうなら穀物運搬量は145

モディウスとなるはず—，現実には存在しえ

ない端数を系統的に切り上げ，ないし切り下げ

たのでもない—鶏は½羽を切り上げ，穀物運

搬量は½モディウスを切り下げ，ぶどう酒運搬

51) Perrin, op. cit., p. 60. 
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車の台数を整数とするために，農民保有地数を

28マンスにまで切り下げて計算している一~゜

こうした矛盾のみをもってこの部分を追加とす

ることはできないが，いずれにせよ，これまた

「合計』全体の検討52) をまって判断されねばな

らないであろう。

第34章一ー第40章53) これらの章には， Re-

mich(33)から西へ約 55km入った Montigny

-sur-Chiers (36, 37)を中心とする諸所領が記

載されている。ペランはここでは追加部分を摘

出しておらず，シュワープもそれぞれの所頷の

構造については様々な議論を重ねているが，所

領明細帳の作成は Montigny(36,37)を拠点と

して一挙に進められた，と述べているだけであ

る。確かにこれらの章では賦課租については所

頷ごとの総計を記すという，特異な書式がとら

れている。けれども他所領での「合計」に見ら

れたように，それが単なる計算の結果であると

思わせる材料はない。むしろ，総計としてあげ

られた数字は，登録されている農民保有地数の

単純な倍数でないのが普通で，マンスにどのよ

うに割り振られていたかを想定するのが難しい

場合が多い。従って，これらの章はプリュム明

細帳の『合計』一般とは関係なく， 893年に執

筆された姿で伝来しているとしてよいであろ

う。

第41章一一第43章54) これら 3章に記載され

ているのは，塩生産に特化した Vic-sur-Seille

(41) と，散在所有を示す Faxe(42,43) との

2所領であり， Remich(33)からモーゼル河を

52) 後掲 75-82頁を参照。
53) Schwab, op. cit., pp. 79-84. 
54) Ibid., pp. 84-89. 

約 50km渕ったメッスでセーユ河に入り，さ

らにその上流 30-40km一帯に所在している。

いずれの所領も，所領明細帳としては特異な仕

方で記載されており，この史料類型への他の文

書形式の混入という，きわめて重要な問題を提

起している。

第41章は全体として塩釜経営に関する記述に

当てられているが，丁度真中あたりで，領民に

関する記載が割り込んでいる。それは，記名さ

れた 6名の男（うち 4名は兄弟，その他のうち

1名には 3人の息子がある）が，各々 5デナリ

ウスの人頭税（→＜procapi te suo})を支払う

とした後，女 6名による各 6デナリウスの給付

を規定し，最後に，前記 6名の男のうち 4名と

後家 1名とが，それぞれ保有する屋敷地につい

て，主として若干の貨幣からなる貢租を納付す

ると定めている。ペランは，この記述の位置が

奇妙であることを強調しつつも，それが追加で

あるとする決定的証拠はないとした55)。これに

対してクッヘンブッフは，ここに記された男女

の大部分は夫婦であり，これらこそが塩釜での

労働に当っている「人足」 <operatores► だと考

えた56)。この章を塩生産に特化した Vic-sur-

Seille(41)特有の事情の忠実な描写とするシュ

ワーフ゜は，この点に明確な判断を下してはいな

いが，いずれにしてもこれら領民は塩の生産と

流適に深く関っていた，と考えている。こうし

て，クッヘンプッフやシュワープの考え方をと

るとすれば，これらの文言の位置も，あえて異

とするには当らないことになる。

しかしながら，第41章で 2箇所にわたって登

場する指令調の文章は，所領明細帳一般の描写

調との相異を示しており，より慎重な吟味を必

55) Perrin, op. cit., p. 86. 
56) Kuchenbuch, op. cit., pp. 294-295. 
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要とする。この章の先頭には， Vic-sur-Seille

(41)では二つの小屋のうちに設けられた塩釜

3基があり，各々から月に24荷57) の塩が生産

され，そのうち生産そのものに当る「人足」が

4 荷，「所領管理人』 <maior► が 2 荷ーーただ

し，『所頷役人」 <magister►, {prepositus► が

認めた場合一ーを受け取るので，修道院長の取

分は18荷であるとされる。それに，以下のよう

な問題の文言が続くのである。『一つずつの塩

釜から，週に 6荷，すなわち毎日 1荷ができ

る。隣人たちから，あるいは重立った領民たち

から，よくあるようにわれわれの人足が忠実で

なかったのではないか，訊ねるべきである。そ

こで，塩の荷がいっ，どれだけ上ったり下った

りしたかを調べることを命ずる。それらはある

時は 2デナリウスだけなのに，ある時は16デナ

リウスまで，ある時は 1ウンキアまで達する。

4週間ごとの巡察から，調査員は報告を提出す

る」58)。さらに，章の末尾近くには，「領主の

塩井，すなわち，水を汲み出すはずの場所か

ら，塩釜にどれほど供給されようと，お前は年

に5ソリドゥスを要求しなければならない』59)

57) カエサリウス写本〔197-12〕では XIII!とな
っているが，これに続く文章からして XXIIIIで
なくてはならない，とするペランの指摘に，シュ
ワープも異を唱えていない。 Perrin,op. cit., p. 
86. 

58) {De unaquaque ine exeunt in ebdomada bur-
dure VI, id est cotidie I. Querendum est a 
vicinis vel a melioribus hominibus, si operator 
noster fidelis non fuerit, sicut sepe contingit. 
Ideo precipimus inquirere, quando vel quan-
tum burdura ascenderit vel descenderit, que 
aliquando duobus constat denarios tantum ali-
quando usque ad XVI denarios, aliquando 
usque ad unciam pervenit. De missatico 
per quatuor ebdomadas, reddunt balcarii ra-
tionem.〉〔197-14〕．

59) {De cyconia vel stadiva dominica, id est 
locus, ubi stat, quando aquam haurit, quot 
inas procuraveri t, tot solidos V per annum 
exigere debes.} (198-16〕．

第 51巻第 1• 2号

と，＜debes}で締めくくる文章がある。

ペランはこれらの文章を，所領管理に関する

通達が所領明細帳に紛れ込んだものと考え，そ

の過程を次のように想定した。この章の起草に

当っては，まず在地の所領役人が台帳を作成し

てプリュムに送付したが，そこで所領管理上の

指示が周辺部ないし行間に書き込まれ，その形

で所領明細帳に取り込まれてしまったのであろ

ぅ，というのである60)。シュワープはこうした

見解に反論して， 調査委員は Vic-sur-Seille

(41)のような特異な所領では， 一般の所領と

は異なった問題を現場で発見するのが当然で，

それに対する解決がやや乱雑に書かれていて

も，それだけではその部分を修正ないし追加と

規定することはできない，と述べている。

確かに，問題の二つの文章のうち後者は，調

査委員が現場で作成したままの形だ，と考えて

よいかもしれない。それは，前後に塩釜からの

給付が次々と記されていて，その一部として塩

井使用料がこの場所で規定されるのは自然であ

るし，動詞の接続法や助動詞 <debere}を用い

て文章に規範的性格を持たせるのは，所領明細

帳の常法であるから，「お前が要求しなければ

ならない」という書式も，その一つだと考えう

るからである。所領役人への指示として助動詞

{debere} が二人称単数に置かれている点で，

前後の文章と異なりはするが，それだけでこの

部分を追加とするには当るまい61)0 

けれども，前者のより長い文章は別である。

まず，塩釜当り毎日 1荷ずつ生産されるという

部分は，毎月24荷の生産という先行する記述へ

の補足として，それより後に別の場所で書かれ

60) Perrin, op. cit., pp. 86-87. 

61) クッヘンプッフもこの部分について詳しく論じ
ているが，追加だとは考えていない。 Kuchen-
buch, op. cit., pp. 293-299. 
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た可能性が大きい。次に，人足の忠実性につい

ての聞き取りは，所領内部での仕事であるとし

ても，塩価格の調査は全く異なる。なぜなら，

Vic-sur-Seille (41)での記述によれば，塩釜か

らの人足による給付はすべて現物ないし定額の

貨幣であり，価格の上下は修道院のこの所領か

らの収入額とは，直接には関係しないからであ

る。明らかにこれは，修道院による所領外部へ

の塩販売のための調査であって，狭い意味での

所領管理から大きく踏み出しており，プリュム

からの直接の関与なしには殆ど考えられない。

最後に『調査員J{balcarius} による巡察と報

告となれば，これは明らかに修道院中央の事業

である。

このように見てくると，第41章のうち少なく

ともこの部分は， 調査委員が Vic-sur-Seille

(41)の現実を書き込んだというよりは，修道

院所在地たるフ゜リュムで起草された，少なくと

も， そこで大きく改変されたと考えた方がよ

ぃ。ただ，その意味でこの文章を追加部分と形

容することも不可能ではないが，プリュムでの

起草ないし改変は．所領明細帳作成という一連

の過程の内部で行なわれた可能性も大きい。後

述するように，結局はシュワープも，所領明細

帳の完成に近い段階では，修道院中央での整理

や加筆があったことを認めざるをえなかったの

であるが，ともかく第41章は，伝来された形で

のプリュム明細帳を，各所領での調査と執筆の

みで説明することの難しさを，如実に示してい

るのである。

{De Fagit（→Faxe)〉と題される第42章と

{De Puzol（→Puzieux)〉との表題を持つ第43

章とは，本来 Faxe(42 ・ 43) を拠点とし，周

辺数箇所に散在する土地からなる単一所領のま

とまった描写であったと思われるが．カエサリ

ウス． あるいは先行する第 1次コビストによ

って誤って二つの章に分けられてしまってい

る62)。その第43章で． Puzieuxなど 3箇所での

農民保有地の描写と，＜prebendarii► と呼ばれ

る過小保有者及び <mundinioles► という人頭

税負担民の登録との間に．カエサリウスによっ

て『古い文書」 <Actioantiqua► (199-15〕と

題された部分がある。その内容は． Albricusと

Gerbertusとが Puzieuxを始め 5箇所ー一う

ち3箇所は Faxe(42 ・ 43) で言及， 1箇所は

Vic-sur-Seille (41) —ーで行なったプリュム

修道院への土地及び奴隷的非自由人15人の返遠

で， Farabertus修道院長の時代に Liuduinus

修道院長代理一ーともに 880年代に在職ーーと

Rainbaldus教会守護，及び 3名の出席のもと

で行なわれた，とされている63)。

明らかに，ベネフィキウムないしプレカリア

に関する書付の形式をとったこの部分は，所領

明細帳の通例の書式とは際立った相異を見せて

いる。そのため．ランプレヒト以来問題とされ，

ペランによって以下のような理解が示された。

すなわち， 893年以降それほど経過していない

時点で，プリュム修道院所蔵の 880年代の文書

と所頷明細帳との内容的な相異に気付いた修道

士が，おそらく別葉の羊皮紙をもって，この文

書の要点を所領明細帳に挿入し，それがカエサ

リウス写本までの伝来の過程で本文のうちに混

入された．というのである64)。プリュム明細帳

に追加部分がないと主張するシュワープは，も

ちろんこうした考え方を認めておらず，最近の

法行為が調査委員によって書き留められたもの

と， きわめて簡単な仕方で断定している。そ

62) Perrin, op. cit., pp. 88-89. 
63) 「古い文書」の内容については，森本「二つの

問題」〔前注 2)〕， 25頁を見よ。
64) Perrin, op. cit., pp. 66-72. 
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の際，シュワープが依るのは，所領明細帳研究 帳に押し付けることになってしまうのである。

のもう一人の権威 R.ケチュケ65) であるが，

所領明細帳のうちに史料的性格の異なる文書や

寄進記録が入りこむことがありうる，というケ

チュケの見解を引用しながら，それとは異なっ

て，そもそも所領明細帳の一部としてこの法行

為が記録された，としているのである。

この場合，シュワープの議論にはたいへんな

無理がある。第 1に，修道院長代理が出席する

重大な法行為が，それから数年たった所領明細

帳作成の際に始めて，「書付」 notice という略

式の形で記録される，こうしたことがありうる

だろうか。やはり法行為と同時に正式の「文

書」 charteが作成され，所領明細帳のこの文

章はそれを下敷としている，と見た方が自然で

ある。第 2に，かりにこの部分が調査委員によ

って新たに執筆されたと想定すると，同じ章の

うちでいくつかの土地が意図的に重複記載され

た，ということになってしまう。すなわち，フ゜

リュム修道院に返還された土地は，「上記のマ

ンスから」 <dehis supradictis mansi吟〔199

-15〕とされており， 5件のうち 3件までは，

第41章から第43章までの記載のいずれかと同定

できる。逆に，この文章だけに登場する 2箇所

の土地には，いかなる負担規定もなく，同じく

奴隷的非自由人15人は，その所在さえ明確にさ

れていないのである。従って，この「古い文書J

は所領明細帳に本来入れられるべく書かれたと

は到底考えられず，やはり他の文書が混入した

と見なければならないであろう。そして，追加

部分なしとするシュワープの議論は，有用な記

録としては機能し難いほどの混乱を，所領明細

65) R. Kotschke, Urbare der Kloster-Werden und 
Helmstedt in den Zeiten ausgedehntesten Grund-
besitzes vom 9.-13. Jahrhu:ndert, (Rheinische 
Urbare, 2), Dusseldorf 1906, XCIV. 

第44章一ー第54章66）ムーズ河沿いの Awans

(44)は，少なくとも所領明細帳による限り周

辺に別のプリュム領がなくて孤立しており．か

っ， 49マンスからの給付がすべて貨幣納されて

いる，という特異な所領構造を示している。こ

の所領を簡単に描写した第44章を．それ独自の

書式によるとして，ペランが前後の諸章と全く

区別して扱っている67) のに対して， シュワー

プは， Faxe(42,. 43) までの作業を終えた後，

いったんプリュムに帰った調査委員が，改めて

修道院の西方に位置する諸所領の歴訪に出発し

たが．その最初に訪れたのが Awans(44)であ

るとして，第44章を第45章一一第54章といっし

ょにして扱っている。実はこのような相異が，

893年からカエサリウスまでの伝来の過程で，

原本が一部の散逸も含む大きな改変を受けてい

たとするペラン68) と， それを全く否定するシ

ュワープ69) との間にある， フ゜リュム修道院所

領明細帳全体の捉え方についての対立に，深く

関っているのである。

この点を論じるためには，第44章末尾にある

「ぶどう酒車94台， 穀物3,250モディウスを運

ぶ」 <Ducunt de vino carrados XCIIII. De an-

nona modios MMMCCい〔200-19〕という記

載を取り上げなければならないが，これは後に

他の「合計」とともに詳しく検討するのが便利

であるため，ここでは，この重量運搬賦役が，

先行する諸章に記されたすべての所領の義務だ

とするシュワープの見解が全く認め難<,むし

ろペランのように，ムーズ中流地域を中心とす

66) Schwab, op. cit., pp. 89-101. 
67) Perrin, op. cit., pp. 47, 60. 
68). Ibid., pp. 78-80. 
69) Schwab, op. cit., pp. 153-154. 
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る複数所領の描写が散逸したと見るのが自然だ

と，予め指摘しておくにとどめよう 70)。

さらに，シュワープの構想する調査委員会の

道程は， Awans(44) の後にムーズ河を潮って

Fumay, Fepin. Revin ー~これら所領は所頒明

細帳には登場しないが，他の史料からしてプリ

ュム修道院に属していたことが確実である一一

を含むムーズ中流所領群に至り，さらにそこか

ら東に向って Vi11ance(45) 以下を歴訪したと

いうのであるが，いったん通過したというムー

ズ中流所領群を所領明細帳に記録しなかった理

由については，ただ明らかでないとするのみで

ある。しかもその点を論じながら， 9世紀の所

領明細帳が必らず修道院の全所領を包括すると

考える必要はない，との重大な発言を，具体的

な根拠を示すことなくあえてしている。こうし

た点からしても． Villance(45)以下のアルデ

ンヌ所領群の先頭に Awans(44)を置くシュワ

ープの議論には，大きな無理があると感ぜられ

る。

現在のベルギー領アルデンヌ高原に所在する

諸所領を記載する第45章から第48章までは，農

民保有地単位の複数者保有（→いわゆる「マン

スの定住過剰」 surpeuplementdu manse と

ス manse fractionnaire)をそのも「分数マン 」

のとして描写している，プリュム明細帳のうち

で唯一の部分である。かつてペランは，これを

素材にプリュム領でのマンス制度に関する論文

の一つを発表したが，最近ではデスビィとその

弟子たちが，これらの諸所領で農村開発が進行

していることを強調するべ<,これらの章を巧

みに利用している”心

その中でも Villance(45)は，それ自体広大

70) 後掲 80-82頁を参照。

な所領であるばかりでなく，大多数が複数者に

よって保有される自由人マンス35と，二分の一

マンス10, 及び四分のーマンス約20のすべてに

保有者名を記し，さらにこれらに課せられる負

担の複雑な制度が詳述されている。さらに，章

の末尾近くには，「領主屋敷に属する領民につい

て」 <Dehominibus qui a ttinen t curie► 〔207

-14〕と題する節があって，マンスを保有しな

いくabsihomines► と <homines extranei► 男

女の身分についてかなり詳しい記述を含んでお

り，第45章はこの所領明細帳で最も長大となっ

ている。

ところで，ペランもデスピィ学派も，第45章

から追加部分を摘出する作業を本格的に行なっ

ているわけではないが，いずれも，伝来されて

いる文言には多くの混乱があり，それは後代の

改変を受けた結果である，と考えているようで

ある72)。これに対してシュワープは，第45章の

入り組んだ記載は， 9世紀末に開発途上にあっ

たという Villance(45) の特質から，すべて理

解しうると主張する。デスヒ゜ィ学派にもまし

て，この所領で開墾が進行していたと強調する

71) Ch. Ed. Perrin, Le manse dans la region du 
Luxembourg belge a la fin du !Xe siecle 
d'apres le polyptyque de Pr也n,in Revue du 
Nord, 1947, p. 278; G. Despy, Villes et cam-
pagnes aux !Xe et Xe siecles. L'exemple du 
Pays mosan, in Ibid., 1968, pp. 145-168; J. P. 
Devroey, Mansi absi: indices de crise ou de 
croissance de l'economie du haut Mayen Age? 
in Le Mayen Age, 1976, pp. 421-451; Ch. Du-
pont, Un moment d'histoire domaniale: Vil-
lance au !Xe siecle, in Revue du Nord, 1976, 
p.・ 151; Id., Du marche carolingien a la bonne 
ville du XIVe siecle: l'exemple de Bastogne, 
in Centenaire du Seminaire de l'histoire medievale 
de l'Universite libre de Bruxelles, Bruxelles 
1977, pp. 127-146. 

72) Ch, Ed. Perrin, Le manse dans le polyptyque 
de l'abbaye de Prum a la fin du !Xe siecle, 
in Etudes historiques a la m初moirede N. Didier, 
Paris 1960, p. 254; Despy, art. cit., p. 155. 
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シュワープは，絶えず流動するマンス制度のき

わめて詳しい描写と，開発の労働力たる頷主屋

敷直属頷民の負担規定とを，開発を主導する頷

主が必要とした．と考えているのである。

しかしながら，第45章のいくつかの点は．こ

の章が一つの時点で書き下ろされたのではな

いことを示唆している。第 1に， 一方では．

Amulricus など 4名が保有する完全マンスか

らの賦課租と賦役労働を詳述し，他の農民保有

地についてもこれを範例として保有者を記名し

ながら負担を規定しているのに，他方では．

Amulricus などのマンスについての記述が終

った後に「以下を知っておくように」 <Hocau-

tern sci tote► ⑫02-11〕と述べながら，完全マ

ンスを 4名， 3名， 2名あるいは 1名で保有す

る場合のそれぞれの賦課租の額を記している。

後者の書式が第41章と同様に異例であるだけで

なく，本来，こうした原則の陳述とすべての農

民保有地からの負担の具体的な規定とは，同一

の時点ではいずれかが不必要なはずである。さ

らに Amulricusなど 4名が保有するマンスか

らの賦課租の具体的規定と，同じく 1マンスに

4名の保有者がある場合での負担原則の内容に

は，微妙な相異がある。すなわち，前者では，

『豚 4頭か20デナリウス」 <porcosIV aut dena-

rios XX》⑫01-15〕というように，様々な現

物貢租がくaut}の語を用いて一定の貨幣額と

結びつけられており，貨幣納の許容が示される

に過ぎないのに対して， 後者では，「豚4頭を

20デナリウスで』 <soales IV per denarios 

XX► ⑫02-12〕 と，＜per} によって貨幣納そ

のものを規定しており 73)，両者の間には一定の

73) デスヒ゜ィもこの事情を指摘しているが，追加の
問題と関連させて論じてはいない。 Despy, art. 
cit., p.156.なお，同じ事情は第45章の「合計」に
ついても見られる。後掲 79-80頁を参照。

第 51巻第 1・ 2号

事情の変化があったように見えるのである。こ

の場合，貢租たる 2 種の豚に対して，＜porcus►

と <soalis►, 及び <friskinga vervecina pro 

hostilico► （→「軍役税の代りの雌子豚」）と

{osti ticium► というように，両者が異なった表

現を用いていることにも注意しておこう。

第45章に後代の手が加えられた可能性を示唆

する第 2の点は，再び『合計」である。すなわ

ち，章の始めに自由人マンス約45が記され，こ

れらの負担と保有者について前述のような複雑

な記述があった後，章の末尾近くには，非自由

人マンス 7とその負担が記される。しかも，章

末尾の『合計」では，自由人マンス47をあげ，

Amulricusなどのマンスによる範例の数字を

すべて47倍した額を記すのみである。先に検討

した複数者保有に際しての負担原則では，いく

つかの賦課租が，マンス当りでなく保有者数に

よって定められているが，完全自由人マンスの

4名による保有という範例だけを取り上げてい

る「合計」は，この負担原則の陳述を，非自由

人マンスの記載と同様に，全く考慮していない

ことになる。第45章の様々な部分の起草に，時

間的な先後関係による関心の相違があったと考

えたくなるのが自然であろう。

そもそも， Awans(44)で比較的簡単な叙述

をした後，ムーズ河中流所領群を通ったのに，

何らかの事情でここを登録しなかった調査委員

が， Villance(45)に至って突如として極度に詳

細な描写を始めるというシュワープの構想が，

すでにかなりの無理を含んでいる。それは，開

墾の進行をこの所領の特質とすることでは，説

明しきれまい。なぜなら，農村開発の表現だと

考えられるマンス制度の流動性ー一主としてマ

ンスの定住過剰と分数マンスの存在ーーは，プ

リュム修道院領においては，かつてペランが考
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えた74) ようにベルギーでの諸所領に限られて

いたのではなく，きわめて広汎な現象だったこ

とが確認されているからである75)。しかも，シ

ュワープの主張に従って，第45章が執筆された

ままの形で伝来されたとしてみると，先に見た

ように，この章も 9世紀末に実務的な記述と

して使用されえなかったほどの混乱を含んでい

た，ということになってしまう。 893年の起草

と後代の追加というペランの構想が，なお魅力

的な所以である。

第45章以下を，ペランはそれぞれで用いられ

る書式に従って，第45章一ー第48章，第49章一

ー第51章，第52章—第54章に分けられると考

えている76)。シュワープも Villance(45)から

Mabompre(46)→Tavigny(47)と東に進み，つ

いで西南方にとって Bastogne(48)に至って，

ここから Wardin(49)と Longvilly(50) を調

査し，さらに東北方へ進んで Noville(51)を訪

問，最後に Holler(54)を拠点としてBoeurな

いし Buret(52) ー一正確な比定は困難ー一，

と Weiswampach(53)及び Godingen(54) と

を調査した，という行程を再現しており，ペラ

ンによる整理と矛盾していない。また，これら

の諸章から，ペランは追加部分を殆ど摘出して

いないし，シュワープの議論も，章の配列順序

が誨査委員の道程であることの論証に専ら当て

られている。第46章，第47章及び第54章で再び

『合計』が微妙な問題を提起するが，これにつ

いては，シュワープと同様に後にまとめて検討

することにしよう 77)0 

7 4) Perrin, art. cit.〔前注72)〕。
75) 森本「プリュム修道院領の農民」〔前注 7)〕,9 

-10頁。
76) Perrin, op. cit., pp. 58-59. 
77)後掲 78-80頁を参照。

第55章—第103章78) 娘修道院ミュンスタ

ーアイフェル Mtinstereifel周辺から，主とし

てそれより東と北に位置する諸所領を記載する

これらの章について，ペランはやはり，カエサ

リウス以前に原本が大きく改変されていた，と

考えたが，その最大の問題としては，第90章一

ー第93章の所領明細帳での場所を取り上げてい

た。すなわち， Schonau(90),Mahlberg (91), 

Rodert(92), Rohr(93) の 4所領は，すべてミ

ュンスターアイフェルの南方すぐ近くに所在

し，周辺に他の多くのプリュム領がある。とこ

ろが，カエサリウス写本での章配列を見ると，

まずミュンスターアイフェル北方すぐ近くの大

所領 Iversheim(55) から始まって， ミュンス

ターアイフェル周辺の諸所領を順次記載してい

るが， それらのうち Eicherscheid(57), No-

then(58), Hospelt(59), Effelsberg(60) など

は，前記の 4所領と殆ど隣り合っている。そし

て，章番号が進むと記載される所領は次第に

ミュンスターアイフェルから東へ遠ざかり，

Bachem(70)前後でライン河岸地帯に至り，こ

れを 50kmほど下りながら両岸の諸所領を記

した後に，西へ約 30km入って Gilsten(96)以

下へと続けていく。所領群ごとのまとまった記

載というフ゜リュム修道院所領明細帳の原則から

すれば， Schonau(90) -Rohr(93) は当然

Iversheim(55) -Effelsberg(60) と混り合

って登録されるべき場所にある。事実，書式

から見ても，第55章—第60章と第90章＿~第

93章との間には目立った差異はないし，何より

も， Schonau(90)で「Iversheimの者と同様

78) Schwab, op. cit., pp. 102-123.これらの章に

おいて主として問題になるのは，それらの大部分
を素材としてシュワープが構想する調査委員会の
道程と，複数の章に関係するような追加部分であ
るので，約50章をまとめて取り扱うことにする。
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に軽量運搬賦役を」＜searam simili ter u t illi 

de I vernesheim► 〔238-8) とあるように，後

者の諸章では Iversheim(55) と Nothen(58)

とが範例とされているのである。してみれば，

893年の原本ではほぽ同じ場所に並べられてい

たこれらの諸章が， 1222年までに何らかの事情

で切り離されてしまったのだ，とペランは考え

る79)

゜
章配列という重要な点に至るまでの改変を原

本が受けている，こうした確信をペランに抱か

せたもう一つの事情が，第58章の末尾にある

「プリュムまでぶどう酒あるいは穀物車250台，

新修道院（→ミュンスターアイフェル）まで同

じく車250台運ぶ」 <Ducunt ad Prumiam de 

vino seu de annona carradas CCL, ad No-

vum Monasterium simili ter carradas CCL► 

〔221-4〕 との文章である。 この大量な重量運

搬賦役一ーペランの計算ではおよそ500マンス

からの負担に当る＿が，プリュム領のどの範

囲から給付されていたと見るか，これは第44章

末尾の場合と同様に難しい問題で，ペランはこ

の問題の具体的な解決を不可能と断じ， それ

は何よりも，このあたりの章配列が撹乱されて

いるからだと主張する80)。さらに， Kesseling

(62)が領主直領地の描写をもって終った後に，

若干の運搬賦役とぶどう畑の登録があるが，現

在の形での所領明細帳では，いずれの所領に関

するものか全く明らかでない点も指摘して，こ

の撹乱が一部の章の散逸にまで及んでいる可能

性が大きい，としているのである81)。

このような事情のもとで， 第55章一ー第103

章も 893年に作成された姿で伝来されていると

79) Perrin, op. cit., pp. 51-54. 

80) Ibid., pp. 52-53. 
81) Ibid., p. 80. 

第 51巻第 1• 2号

主張するには，格段の工夫が必要となる。その

ためにシュワープが採用したのが，調査委員会

の行程に関する以下のような議論なのである。

すなわち， ミュンスターアイフェルから出発

し， Iversheim(55)から始めて周辺諸所領の一

部を登録しつつライン河に至り，北上した後

Giisten(76)を中心に西方内陸部の諸所領を訪

問した調査委員会は，南下しながら作業を続

け， Enzen(89)までを調査した後，いったんミ

ュンスターアイフェルヘ戻った。その上で改め

て出発した調査委員会は，まずミュンスターア

イフェル南方近辺の Schtinau(90)から Rohr

(93)までを巡回し， それから北上してミュン

スターアイフェル北方約 15kmの Wichterich

(94), Biillesheim(95), Rheinbach(96)を調査

し，さらにライン河を大きく下って Duisburg

(97)に至り，その後 Arnhem(98)を拠点とし

てライン・ムーズ河口地帯の諸所領を登録し

た，というのである。

西北方約 70kmの位置にある Giisten(76)ま

で行った調査委員会は，なぜいったんミュンス

ターアイフェルに戻らなければならなかったの

であろうか。確かに， Langenich (84) から

Enzen(89)までは，ほぽ Gtisten(76) とミュ

ンスターアイフェルとの間に所在しており，こ

れらを訪問すれば道は自然にミュンスターアイ

フェルに向ってしまう。しかし，シュワープの

言うように，調査委員会が絶えず行程を最短化

する努力をしていたのだ82) とすれば， これら

の諸所領を先に調査してから Gtisten(76)を中

心とする所領群に至る経路が，そもそも択ばれ

たはずなのである。シュワープの提案する調査

委員会の行程は，いったんミュンスターアイフ

82) Schwab, op. cit., p. 116. 
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ェルヘ戻る積極的な理由の提示が伴っておら

ず，所領明細帳での第90章一ー第93章の奇妙な

位置を説明するための便法という印象が強い。

おそらくシュワープもその点を意識して，第55

章一ー第89章と第90章一ー第 103章とが異なっ

た二つの委員会によって作成された可能性をも

想定している83)。そうなると，主としてライン

河下流地帯の遠隔地所領を担当した第 2の委員

会が，なぜ最初に逆の方向に出発して， Scho-

nau(90) から Rohr(93) までの近在所領を調

査しなければならなかったのか，新しい疑問が

生じてしまう。しかも，このように複数の調査

委員会を想定することは，所領群ごとの調査委

員会というペランの構想に一歩近付くことを意

味し，シュワープ説の根幹そのものを危うくし

かねないのである。

章配列が調査委員会の行程を忠実に示してい

るというシュワープの原則は，多くの所領が密

集している娘修道院ミュンスターアイフェル周

辺については，この他にも様々な矛盾に逢着し

ており，そのたびにかなり便宜的な説明が試み

られ，しかもその結果シュワープの方法そのも

のが問われかねない議論となってしまってい

る。例えば，位置関係からすれば，どうしても

Hospelt(59) より先に調査されたはずの Ef-

felsberg(60)が， 所領明細帳では後に配置さ

れ，しかも，前者が後者の範例とされていると

いう事実がある。これについてシュワープは，

Effelsberg(60)での調査結果は Hospelt(59) 

での作業の後に書きとめられたと述べて，調査

と執筆との乖離を安易に認めてしまう。

さらに重大なのは Langenich(84) 以降であ

り，この所額から見て Jtichen(85)は北方約30

83) Ibid., p. 135. 

km, Ctixheim (86)は南方約 15km,Kerpen (87) 

は東北方約 3km,Wisserheim(88)が東南方約

10km,そして Enzen(89) が南方約 30km と

いう位置にあり，調査委員会が実際にこの順序

で移動したのだとすれば，何回も行きつ戻りつ

したことになってしまう。この点についてシュ

ワープは，悪天候や道についての無知，さらに

は二つの小委員会に分れた作業などの可能性を

示唆した後に，所領明細帳作成技術の問題とし

て，次のような重大な発言をしている。すなわ

ち，個々の所領での情報収集と第 1次記録の

作成の後，それらが統一に付されてまとまった

所領明細帳となるのは， より遅い時点であっ

た。これら 6所領については，それはミュンス

ターアイフェルで行なわれたはずだが，その

際，調査順序とは違った章配列が採用された可

能性がある，というのである84)。所領明細帳作

成作業が 2段階に分かれうるというこの想定

は，これを押し進めていけば，所領群ごとの調

査委員会から送付された当初の記録が修道院で

統一に付された，というペランの構想に近づい

てしまう。ミュンスターアイフェルを拠点とし

て二つの調査委員会が機能した可能性をシュワ

ープが認めているだけに， なおさらそうであ

る。そして，個別所領調査記録の作成とそれら

の事後的整理という想定を，シュワープはこれ

以降も，何度も持ち出さなければならなくなる

のである。

第55章一ー第103章について， ペランが摘出

した追加部分はそれほど多くないが，それらの

うちの二つの群については，ここで特に検討し

ておく価値がある。第 1は， Elsaff(66) から

84) Ibid., p. 112. 
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Villip(72)までのいくつかの章の末尾にある，

ベネフィキウム保有者についての記載であり，

代表的なものとして Meckenheim(68) の例を

あげれば，次のようである。『Hubertusは

Oberwinter と Unke1(71) と Adendorfと

で，ぶどう畑車 5台分を， Eckendorfで〔土

地〕 4ユゲラを持つ。 Lind(63) と Munch-

hausen(62)と Eckendorfと Unkel(71) と

Oberwinter と Adendorf と Altesdorfと

Wich terich (94)について上に記されたものの

うち，同じ Hubertus はベネフィキウムとし

て 24½マンスを保有する」85) 。この他に，

Bachem(70)には， 2箇所で土地40ユゲラを保

有し，また別の場所にぶどう畑13シトゥラ分を

持つ Brunfridusが，さらに Unkel(71)には，

5箇所で合計 2マンスとぶどう畑車 4台分を持

つ Foccoが登録されているのである。ペラン

は，これらのいずれもが記載された章以外の箇

所に登場する定住地と関係しており，記述の地

理的秩序を乱している点で，明らかに後代の挿

入だと考えた86)。これに対してシュワープは，

これらは一つの所領に納まりきれないベネフィ

キウムが，プリュム修道院所領明細帳に特有な

連鎖的な仕方で記載された場合であるとする。

例えば，前掲の Hubertusについての文章が登

場する Meckenheim(68) は，そもそも散在的

傾向の強い所領で，調査委員はまず，通例の農

民保有地 3％マンスを聞き取りの順序に従って

85) {inter Uintre et Uncule et Adelesdorpht 
habet Hubertus vineas ad carradas V et in 
Eckendorpht iugera !III. Hee, que superius 
descripta sunt, de Linde et Munichusen et 
Eckendorpht et Uncule et Uintere et Alden-
dorpht et Adelesdorpt et Witerghe, tenet idem 
Hubertus in beneficio mansa XXIIII semis〉
〔226-18〕．

86) Perrin, op. cit., p. 70. 

第 51巻第 1・ 2号

書き留めたが，在地領民による陳述は通例の負

担に服する Oberwinterでの二分のーマンス

を最後にあげた後に，同じ場所にぶどう畑を持

つベネフィキウム保有者に想到して，その広大

な保有地に次々と及んでいったため，調査委員

はこれをそのままの順序で書き記していった，

というのである87)0 

シュワープによる第55章—第 103 章の分析

は，これらの章に通例のマンス保有農民よりも

大規模な土地を持つ保有者がしばしば登場する

ことに注目し，ペランが特に取り上げた前記の

ベネフィキウム保有者も，それらの一部と考え

ている。実際に， Nothen(58)で「ベネフィキ

ウムについて」 <Debeneficii吟〔220-16〕 と

の表題のもとにそれぞれ 4箇所ずつに土地を持

っ Foccoと Wernariusが，また Ahrweiler

(65)では，『Ahrweilerと家人の合計』 <Sum-

ma de Arwilre et ministerialibus} 〔224-

14〕という，おそらくカエサリウスによる表題

のもとに，マンスとぶどう畑とを組み合わせて

保有する10数名が記されている。また， Wich-

terich (94), Bi.illesheim (95), Rheinbach (9 6) 

では，いずれも「これらのマンスのうちからJ

{ex his mansi bus► 〔239-7〕・〔240-11〕・〔241

-8〕という書式で， それぞれの章の先頭にあ

げられたマンスのうち特別な制度に服する多数

を別に記しており，それらをまとめて保有する

場合には， 5マンス以上の規模の保有地となっ

ていることも少なくない。さらに，そうした保

有者を散発的に登録している章もかなりあり，

ベネフィキウム保有者と明記されることは少な

いとしても，ともかく 1マンス以上，最大で10

マンス程度まで―-24½マンスを保有する Hu-

87) Schwab, op. cit., pp. 108-109. 
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bertus は明らかに例外である一ーの規模の土

地を，通例のマンス保有農民とは異なった条件

のもとに保有する者が，これらの章に特に多い

ことは確実である88)。

ところで， これらの保有者に関する記述か

ら，いくつかの重要な現象を読み取ることがで

きる。第 1に，ことに大規模な保有地では，そ

の一部が再保有に出されている場合がある。例

えば， Unkel(71)では，「Focco は Remagen

と Bellerで 1マンス，そして Remagenでぶ

どう畑車 1台分を持ち，マンスを保有する者は

4ソリドゥスを支払い， LieBenでは彼に Ba-

chem(70) の者たちのように支払う 1マンスを

持つj89) と記されている。第 2に，これら保有

者のもとにあるマンスの多くについて，通例の

マンスと同様の負担に服することが明記されて

いる。例えば Wichterich (94) は， 章当初に

88) 所領明細帳に関する長い研究史の中で．この史
料がベネフィキウムとその保有者をも描写の対象
としているか，この点については様々な見解があ
る。従来．これを否定的に考えるペランと，小規
模なベネフィキウムは所領明細帳の通例の章に登
録されるとするレーヌとの間に，基本的な見解の
対立があった。 Perrin,op. cit., pp. 616-617; E. 
Lesne, Histoire de la propriete ecclesiastique en 
France, III, L'inventaire de la propriete. Eglises 
et tresors des eglises. Du comm切 cementdu 
VIIIe a la fin du !Xe siecle, Lille 1936, pp. 49-
57.最近では． とくにプリュム修道院所領明細帳
について．クッヘンプッフが大規模ベネフィキウ
ムをも対象としている可能性が高いことを示唆し
ているのに対して，シュワープはやはり小規模ベ
ネフィキウムに限定して考えようとしている。
Kuchenbuch, op. cit., pp. 330-343; Schwab, op. 
cit., pp. 147, 153.いずれにせよ．この問題はカ

ロリング期所領明細帳の史料的性格の根幹に関っ
ており．この史料のうちに反映された領主の所領
政策との関連をも考慮して，今後追究されなけれ
ばならない。

89) {Focco habet in Rernagen et in Belnere 
mansum I et in Remagen vinearn ad carradarn 
I et solvit ille, qui mansurn tenet, solidos 
IIII, et in Liezheyrn mansurn I, qui solvit ei 
sicut illi de Bacheym► ⑫29-7〕．

36マンスを記し， Walbertusの保有するマン

スを範例として通例の負担を示した後， Ro-

dowicusという 5非自由人マンスの保有者を

あげ，週賦役を含むそれぞれからの負担を描写

する。さらに別の負担規定に属する11マンスと

7½ マンスとを指示した上で．「Farabertus

が同様に奉仕する 5½ マンスを持つ』 <Fara

bertus habet mansa V semis qui similiter 

serviuntパ239-20〕と，もう一人の巨大保有者

を指摘しているのである。第 3に，これら保有

者のかなり多数が，領主疸領地の一部を保有し

ている。特に目につくのは， Rheinbach(96)で

章の先頭にあげられた 49マンスについて，「前

述のマンスのうち Sigiloが 8,Lanbertusが

4½,Benno が 4, Erleboldusが 1を保有す

る。ここに領主匝領地266½ユゲラがあり，そ

のうち Sigiloが33,Lanbertusが20,Benno 

が18, Erleboldusが 6,Ruotbaldus が 7½

を保有する」90) とされている。また， ミュン

スターアイフェル東南方の諸所領においては，

これら保有地がぶどう畑を含むことが多いが，

Piltzfeld(61)末尾で Fromuothの保有するぶ

どう畑車 4台分が，明白に領主匝領地とされて

いるのみでなく，文脈からして，それらが領主

直領地に属すると考えられる場合がかなりあ

る。

以上のように見てくるとき， ミュンスターア

イフェル周辺から北方の所領に多いベネフィキ

ウム保有者，ないしそれに準ずる領民の存在形

態は，所領形態の変動と密接に関っているとの

90) {Ex predictis mansis tenet Sigilo VIII, Lan-
bertus 1111 semis, Benno 1111, Erleboldus I. 
Ex ibi terra dominicata iugera CCLXVI semis, 
ex quibus tenet Sigilo XXXIII, Lanbertus XX, 
Benno XVIII, Erleboldus VI, Ruotbaldus VII 
semi吟〔241-8〕．
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印象が濃<, これらに関する記録の年代決定

は，プリュム明細帳による領主制の研究に対し

て，きわめて重要な意味を持ってくる。

確かに，単一所領の内部に限られていない大

規模保有地が，その一部が近くに所在している

所領を択んで，それに当てられた章でまとめて

記載されるというシュワープの想定を，全く拒

否する根拠はない。しかしながら，少なくとも

ペランが取り上げている第68章，第70章，第71

章での 3名についての記載は，やはり後代の追

加との判断に傾かざるをえない。特に，先に引

用した Meckenheim(68)の Hubertusについ

ての記述に関しては，シュワープの想定が成り

立つのはぶどう畑を記載する前半部分のみであ

る。『上に記されたもの』から始まる24½ マン

スの登録には， 8箇所の地名があげられている

が，それらのうちこの章以前に登場しているの

は， Lind(63)と Miinchhausen(67)のみであ

る。また，これら 8箇所が描写されている諸章

で， Hubertusという名の保有者が登場するの

は， Wichterich (94)のみ91)であり， ことに

Unke1(71) では，末尾の Focco を始め何名

かのベネフィキウム保有者が言及されているの

に， Hubertusの名は見えないのである。従っ

て， r上に記されたもの」以下が，所領明細帳

原文の構成要素として書かれたのではない，と

見るべきであろう。そこから，やはりペランに

91) もちろん， これが Meckenheim(68) 末尾の
Hubertusと同一人物であるかは，分らない。た
だ，カエサリウスはこれを肯定的に考え，第6邸t
のHubertusに関する記述〔前掲70頁に引用〕の
Wichterich(94)の箇所に，『前記の Hubertus
のマンスのうち，一つは Wichterich にある」
{De mansis prescriptis Ruberti unus iacet 
Witergh的〔227-1〕と，注を施している。筆写
を続けて第94章に至り，そこでくHubertusman-
sum I)〔240-1〕との記述を発見し，両者を同一
人物と考えて，その時点で第68章に立ち戻ってこ
の注を行間に書き加えたと思われる。

第 51巻第 1• 2号

従って， Hubertus,Brunfridus 及び Focco

についての記述の全体を後代の挿入と考えるの

も，きわめて自然であろう。さらに進んで，第

55章—第 103 章に多い大規模保有者の記載の

一部は，たとえ該当箇所を明確に見分けること

が不可能だとしても，やはり追加部分であった

可能性が大きい，としてよいであろう。こうし

た保有者の状況が，所領形態の変動と密接に関

連していると思われるだけに，ますますそうな

のである。

第55章一ー第 103章でペランが摘出した追加

部分のうち，特に検討すべきものの第 2は，

Gewelsdorf(77), Baal(78)及び Mundt(81)92> 

である。いずれも短かいこれらの章では，まず

第77章で領主直領地 7マンスを『現在は空いて

いる」 <adhucsunt abs的〔234-2〕 としてい

るのを始め，大半の土地を『空いている」と形

容している。このような補完的な描写を，ペラ

ンは一般に追加部分と考えている93) が，それ

に加えて， Kirchhertene(80)と Linnich(83)

に所在して，本来第80章と第83章に記載さるべ

き土地もここに言及されていることをも指摘し

て，第77章，第78章及び第81章は，このあたり

の所領が後代に再調査された際の挿入としたの

であった94)。シュワープの判断はこれと異な

り，そもそも Gtisten(76)を中心とする所領群

が，かなり荒廃していたという現実から出発す

る。事実，第76章では先頭に36マンスをあげな

がら，後半部分で「これら上記のマンスのうち，

92) 第81章記載の Bundende の比定には問題があ
り，ペランとクッヘンプッフはこれを断念してい
るが，シュワープはランプレヒトに倣って Mundt
としているので， これに従っておく。 Schwab,
op. cit., p. 110, n. 391. 

93) Perrin, op. cit., p. 70. 
94) Ibid., pp. 70-72. 
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9が空いている。そして残りのうち12は，貧窮

のために賦役も支払もしない」 <Deipsis sup-

radictis mansis sunt absa VIIII et XII rest-

ant, que pre nimia pauperitate nee serviunt 

neque solvun砂 〔232-12〕 とある。また，

Ki rchhertene (80) の末尾には，この所領のマ

ンスからの負担は Bedburg(79) でのそれと同

じだが，軍役税と亜麻の給付が減額されている

と記した後．「なお悪いことに， Kirchhertene

には誰も住んでいない』 <quodpeius est, nul-

lus habitat in Hertene}⑫35-1〕とされてい

るのである。こうした混乱した状況のもとで，

所領群中に散在する当面収入をもたらさない土

地を，拠点 Giisten(76)での聞取によって調査

することはごく自然であって， Gewelsdorf(77)

と Baal(78)とはそのようにして記録された。

調査委員会はしかる後Bedburg(79)とKeyen-

berg(82) を訪問して， それぞれにつきかなり

長い章を作成したが，後者でやはり「空いてい

るJ土地ばかりから成る Kirchhertene(80)と

Mundt(81) とを記録した。こうしてシュワー

プは，正式の保有者が不在で調査委員が現地を

訪問する意味がなかった土地が，聞取によって

登録されたという手続から，これらの章での一

見混乱した記述を説明しているのである 95)0 

この場合にもやはり，シュワープの議論には

納得できない点が多い。まず． Gewelsdorf(77)

に記載されたマンスはすべて「空いている」と

されているから，それは Giisten(76)での聞取

によって記録されねばならなかったのだとして

も． なぜ． Kirchhertene (80) の 1マンスと

Linnich(83) の½マンスとが．第80章と第83章

-12マンスが所在する前者では居住者がいな

95) Schwab, op. cit., pp. 110-112. 

いと記され，後者では14マンが「空いている」

とされている＿でなく，この第77章に登録さ

れたのであろうか。シュワープは全く説明を与

えていない。次に， Baal(78)に記載されている

のは， 4箇所に所在する合計10マンスと森林で

あるが，「空いている」のは Barmenの教会に

属する 3マンスのみである。なぜ，他のマン

ス-これらは位置関係からすれば， むしろ

Gtisten(76)に近い一ーが負担規定なしにこの

章に登録されたかも，シュワープの議論からは

明らかにならない。最後に，第81章には， 8 

マンスを「空いている」とした後， 『Bedburg

(79)と Kirchhertene(80) とで前に言ったよ

うに，領主直領地12マンス』 <InterBetbure et 

Hertene, ut ante dixi, terra dominicata 

mansus XII} ⑫35-3〕 という文章がある。こ

れは， Bedburg(79)の末尾にある『ここには，

上に描写されたもの以外に領主直領地が 12マ

ンス分ある」 <Estibi terra dominicata ad 

mansa XII sine illis, qui descripti sunt 

supr的〔234-17〕 との文章と対応していると

思われるが，なぜ同じ土地がこのように 2度に

わたって登録されるかも，シュワープの議論か

らは明らかにならない。

このように見てくるとき，第76章一ー第83章

に見られる混乱を，所領の荒廃という現実によ

って規定された調査委員会の行程からだけ説明

することは，到底できない。逆にペランに従っ

て，これらの章のかなりの部分が後代に挿入さ

れ，カエサリウス写本に至る過程で原本と合体

したと考えれば，ある程度の矛盾した記述を受

け入れることは容易になるであろう。確かに，

ひとたび追加部分の存在を認めるとしても，そ

れを確実に摘出することは不可能に近い。ペラ

ンの指示する三つの章にしても，他の章に登場
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すべき土地を記載してしまっている Gewels-

dorf(77) は． ほぽ確実に追加部分だと考えら

れるが． Baal(78)も同様だとする根拠は弱い。

また． Mundt(81)が後代の挿入にかかるとす

れば，その領主直領地12マンスの記載と対応し

ている Bedburg(79) 末尾の文章も．それと同

時に書かれた可能性が大きく，ペランはこれに

触れていないが．やはり追加としてよいのでは

なかろうか。

後にまとめて論ずるように．プリュム修道院

所領明細帳を生産的に利用するためには．とも

かくその一部が追加部分であることを確認した

上で，殆ど不可能なその全面的な摘出を断念

し，むしろ追加が行なわれた年代的幅の確定を

通じて，この史料を一定の歴史的変化を写し出

した記録として取り扱うことが得策だと思われ

る96)。Gi.isten(76) を中心とする所頷群に当て

られたこれらの章は，まさにそうした方法を必

要としているのである。

第104章—第111章97) ライン中流右岸で主

として Lahn 河沿いに所在する Gemmerich

(104) から Nochern(lll) までは，娘修道院

ザンクト・ゴアに賦与された財産であった。こ

こでは， Gemmerich (104)の詳細な描写に続い

て， Bogel(105)から Finster(llO)までの所領

については， マンス数をあげた後に，第104章

を範例として簡単にマンス負担を指示するにと

どめており，最後に Nochern(lll) で，再び

マンス負担の短かいながらも独自な規定が現わ

れる。その上で， この第111章に Gemmerich

(104)から Nochern(lll)までの『合計」が次

々と記されており，いずれの所領についても，

96) 後掲 84頁を参照。

97) Schwab, op. cit., pp. 124-128. 

第 51巻第 1・ 2号

本文と「合計」とが分離しているだけでなく，

第105章から第llO章までは，前者より後者の方

がずっと詳しいという，異例な姿になっている

のである。

シュワープはこの点を次のように説明する。

この所頷群の調査はザンクト・ゴアに常住する

修道士の協力によって，かなり容易に行なわれ

えた。比較的遠隔の Burgschwalbach(l07)か

ら Finster(llO)までは，調査委員会が現地に

赴かず，サンクト・ゴアでの聞取によって作成

したと思われる。また， Gemmerich(l04),Bo-

gel(l05), Nastatten(l06), Nochern(lll)を

一巡した後，ザンクト・ゴアに帰って所領管理

に当る修道士と調査記録を点検し，そこで材料

を補完し，誤りを訂正して「合計Jを作成し

た，というのである 98)。

こうしたシュワープの議論は，やはり到底認

め難い要素を含んでいるが，その理由も「合計J

をまとめて論ずる際に明らかにしよう 99)0 

第112章一ー第118章100) これらの章に記載さ

れた所領群も，娘修道院アルトリップヘの賦与

財産をなしているが，すべてかなり長大な章

で，それぞれが独自にマンス負担を規定してい

る点で，先行する第104章一ー第111章とは異な

っている。しかも，各章での描写の順序と内容

に大きな混乱はなく，ペランによって後代の挿

入とされた箇所もない。しかしながら，所領明

細帳の作成過程を調査委員会の行程に甚づいて

再現しようとするシュワープは，所領の地理的

位置と章の順序との間にある矛盾を，解決しな

ければならなかった。すなわち，ザンクト・ゴ

98) Ibid., pp. 137. 

99) 後掲 77-78頁を参照。
100) Schwab, op. cit., pp. 128-132. 
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アからライン河を約 150km渕った場所に所在

するアルトリップは， 7所領から構成されるこ

の所領群の南端に位懺する。しかも Dienheim

(112)が二つの娘修道院のほぽ中間にあり．

Neckarau(113)と Gonnheim(114) はアルト

リップの北に近接しており，かつ， Weiters-

weiler(115)と Albisheim(116)とがアルトリ

ップ北西約 50kmの内陸部にあるのに対して．

Ockenheim Cl 17)と Bingen(118)とは， Dien-

heim(112)とザンクト・ゴアとのほぽ中間で，

ライン河に沿って所在しているのである。従っ

て，第104章一ー第111章の場合と同じく想定さ

れるように．これら所領の管理中心であるアル

トリップを拠点として， しかも中央から来た調

査委員会が巡回して記録を作成したとすれば，

Dienheim (112) がなぜ先頭に来るかが説明で

きなくなってしまうのである。

この困難を回避するために，シュワープは二

つの娘修道院の賦与財産について，全く異なっ

た所領明細帳作成過程を構想する。すなわち．

ザンクト・ゴアの場合と違って，アルトリップ

の修道士は．調査委員会の作業でそれほど大き

な役割を演じなかった。第112章から第118章ま

でがいずれも詳細な記述であるところから見て

も，調査委員会はアルトリップでの聞取に満足

せず，すべての所領を訪問していると思われ

る。それは．ザンクト・ゴアからライン河を潮

り． Dienheim(112) から調査を始めてアルト

リップに至り，内陸部を通って Bingen(118)へ

出る．まさに所領明細帳での諸章の配置と同じ

順序であり．しかも．最後の点検はおそらくザ

ンクト・ゴアで行なわれた．というのである。

この場合も再び．シュワープの議論は説得性

を欠いている。ザンクト・ゴアから出発した調

査委員会が，アルトリップ到着以前から作業を

始めていたのなら，なぜ Bingen(118) がこれ

らの章の先頭に来なかったのだろうか。さらに

重要なのは，第112章一ー第118章は，アルトリ

ップに賦与されていた所領群が，ザンクト・ゴ

アの賦与財産よりも強く，所領管理拠点たる娘

修道院に従属していたことを示している。すな

わち，後者のマンス負担に対する範例となって

いる第 104章では，わずかに重量運搬賦役の仕

向地としてのみザンクト・ゴアが登場するのに

対して，前者においては多様な運搬賦役の仕

向地がアルトリップ-その中には， Bingen

(118) からの軽量運搬賦役も含まれる—であ

るのみならず，草刈〔Dienhe.im(112),Albis-

heim(116)〕，垣根作り 〔Gonnheim(114)〕と

いう賦役労働までが，アルトリップで行なわれ

ているのである。このように，所領群の中心地

であった度合の強いアルトリップが，かえって

所領明細帳作成の拠点となりえなかったとは到

底信じられない。ここでも，中央から派遣され

た調査委員会の巡回によってすべても説明しよ

うとする，シュワープの方法そのものの欠陥が

露呈されていると思われる。

『合計』101) プリュム修道院所領明細帳には，

所頷管理単位からの収入を総計して示す『合

計J{summa► 欄が， 21箇所で登場する 102) が，

101) Ibid., pp. 136-142. 
102) カエサリウス写本は本文の23箇所で，朱字を用

いた表題によって <summa}の所在を指示し，ま
た Rommersheim(1)では，周辺注の形をとっ

た <summa}を記している。しかし，これは写本

作成に際してカエサリウスが与えた体裁であり，
以下の箇所をも <summa}とするのは．カエサリ
ウスによる誤解である。散在所領でのマンスの地
理的配分を示している， Motsch (23)末尾の
{Summa de Merx► 〔181-11〕。プリュム修道院が
自己の所有地以外から取り立てている貢租の記載
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ペランはこれらが本文と同時に書かれたとは

考えられないとしして，次のように論じてい

た103)。すなわち，これら「合計」は主として，

マンス当り負担量にマンス数を乗じて得られる

理論的な数値一ーしばしばそこには計算の誤り

もある一ーから成っており，本文でこうした計

算の素材が不完全でも補充することはなく，ま

た，負担の範例に従わない特別な保有地を殆ど

考慮していない。こうして，所領の現実と大き

＜乖離することの多い「合計」は，すでに完成

していた所領明細帳への追加として記入された

と思われる。そのことを確信させるのは， 893

年の原文への追加と考えられる部分が取り込ま

れた『合計」の存在である 104)。また，多くの章

でそれらについての注釈を施しているカエサリ

ウスが， 「合計」の作者とも考えられない，と

いうのである。これに対してシュワープは，ペ

である， Schweich(25) のくSumma de v lllis 
circumiacentibu吟〔188-5〕（前掲 56-58頁）。

主として頷主直領地とその保有者を記している，
Ahrweiler(65)のくSummade Arwilre et de 
minis terialibus}〔224-14〕。また， Rommers-
heim(1)周辺注の <summa}は，内容的に見て

他の『合計」と同様であり，これが本文第 1章末

尾に書かれなかったのは，筆写に際してカエサリ

ウスがいったん失念したか，写本全体を通じての
「合計」の配置の仕方を， なお確定していなかっ
たものであろう。こうして，本文に記されたマン
ス当り負担とマンス数とを関連させて，所領から
の収入を全体として示そうとする「合計」は，
Rommersheim (1), Mehring (24), Schweich 
(25), Remich(33), Awans(44) -2箇所—,
Villance (45), Mabompre (46), Tavigny (47), 
Holler(54), I versheim(55), N othen(58), Glisten 
(76), Nochern(lll) - 8箇所一の計21箇所
となる。なおこの他に， Hetzerath(27),Lallin-
gen(34), Ruette (35), Montigny (37), Saint-
Pancre(38), Bouelicurt(39)では，マンス数の指

摘に続いて，マンス当り負担を示すことなく，所
領からの収入総額が記載されている。

103) Perrin, op. cit., pp. 72-78；森本「二つの問

題」〔前注2)〕,29-30頁。
104) 典型的な例が Schweich(25)のそれである。前

掲 58頁を見よ。

第 51巻第 1・ 2号

ランの議論が，カエサリウス以前に原本を全体

として筆写していたとされる，第 1次コピスト

の論証という目標に従属してしまっていると批

判する105)。そして，これら「合計」がやはり所

領明細帳の一続きの作成過程の内部で書かれた

と主張して，次のように展開するのである。

まず，一つの章に記載された個別所領からの

収入を示そうとする『合計』（→Einzelsumma)

のうちでは，第111章の後半に集められている

Gemme rich (104)から Nochern(lll) までの

r合計」を区別できる。娘修道院ザンクト・ゴ

アヘの賦与財産に当てられたこれらの章は，す

でに論じたように106)， ザンクト・ゴア修道士

の協力によって作成された。そして，諸所領の

訪問と聞取からいったんザンクト・ゴアまで帰

還した調査委員が，そこの修道士とともに調査

記録を点検した結果が「合計』にまとめられた

のであって，そこには，第104章から第11]章前

半までとして書かれた当初の調査記録の訂正が

含まれている 107)0 

個別所領の『合計」のうち残りの11箇所は，

所領明細帳の様々な章に散在しているが，全体

として共通の性格を示しており，調査委員の全

行程が終了した後に，まとめて行なわれた作業

の成果と考えるのが順当である。巡回調査で拠

点となった所領の多くは大規模で，それらの現

実をそのまま描写した章は複雑な記述となって

いるため，調査記録がいったんプリュムに集め

られた段階で，「見通しをよくしようとの関心」

Ein auf Uberblick ausgerichtete Interes-

se108) が生じ，そこから行なわれた素材の整理

105) Schwab, op. cit., p. 138, n. 554. 
106) 前掘 74頁を見よ。
107) Schwab, op. cit., pp. 127, 137. 
108) Ibid., p. 139. 
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が『合計」の形式で示されたと思われる。なお，

これら「合計」と Hetze ra th (27) 本文の書式

とはきわめてよく似ており，従ってこの作業に

は，少なくとも第27章起草の当事者である調査

委員が参加していることが確実である 109)0 

この他に， Awans(44) 末尾の「ぶどう酒車

94台，穀物3,250モディウスを運ぶ』 <Ducunt 

de vino carrados XCIIII, de annona modios 

MMMCCい〔200-19〕，及び Nothen(58)末

尾の「プリュムまでぶどう酒あるいは穀物車250

台，新修道院〔→ミュンスターアイフェル〕へ

同じく車250台運ぶ』 <Ducuntad Prumiam de 

vino seu de annona carradas CCL, ad Novum 

Monasterium similiter carradas CCい〔221

-4〕との二つの「合計」があるが， 運搬され

る物資の巨大な量からして，明らかにそれぞれ

の章だけに関する合計ではなく，複数の所領に

またがる総計が，それぞれの章と次の章との間

に記された（→Zwischensumma) と見るべき

ものである。これらもやはり，調査記録がプリ

ュムに集合され，現在に伝来されているとおり

の章編成を受け取った後に付加されたに違いな

い。しかし調査委員も加わって作成された前述

11所頷に関する「合計」とは異なって，すでに

完成していた所領明細帳のみを素材として，修

道院領の現実を直接に考慮せずに計算された。

こうしてシュワープは，第44章末尾の「合計』

は第 1章から第44章までに記された諸所領から

運搬されるぶどう酒と穀物の総計，第58章末尾

のそれは第55章から第72章までに記されたぶど

う酒ないし穀物の運搬賦役の総計，と考えるの

である 110)0 

一見して本文からの様々な乖離を示している

109) Ibid., pp. 137-139. 
110) Ibid., pp. 139-142. 151. 

これらの「合計」は，従来の研究史に見られる

とおり，プリュム修道院所領明細帳が後代の改

変を受けているという通説の，大きな論拠とな

ってきた。それだけにシュワープも，「合計」

を三つに分類して検討するなど，ずっときめ細

かい議論を展開していることは確かであろう。

きわめて興味深いのは，その結果としてシュワ

ープが，識査委員会の巡回による個別所領での

調査・執筆という，自らが規定した所領明細帳

作成過程の大宗とは別に，その後で行なわれる

作業にも，一定の意味を認めてしまっているこ

とである。すなわち， Gemmerich (104) から

Nochern(lll)までの「合計」については，ザ

ンクト・ゴアでの記録の点検と訂正， Rom-

mersheim(1)以下11章には調査委員も加わっ

たプリュムにおける整理，さらに Awans(44) 

と Nothen(58)との末尾では，やはりフ゜リュム

で行なわれるが，それより後の時点での計算，

これらの作業を想定し，それによってプリュム

修道院所領明細帳が完成したとする点で，シュ

ワープの見解は，修道院所在地における執筆を

重視していたペラン説に，一歩近づいていると

言えるであろう。結局シュワープは，こうした

作業の大部分が，個別所領という現場での調査

・執筆と一続きの仕事であり，どうしても追加

と言うのなら，それは，せいぜい Awans(44)

とNothen(58)末尾の『合計』だけだ，とする

のである。

しかしながら，通説にある程度近寄ることを

辞さない柔軟な態度にも拘らず，この場合にも

シュワープの議論には多くの難点がある。第 1

に，第111章にまとめて記載されている Gem-

merich(104)から Nochern(lll) までの「合

計」が，各章の本文との間に示す内容上の相異
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は，作成場所がザンクト・ゴアであろうとなか

ろうと，すでに別稿で論じた111) ように，一定

の時点で実務的に利用されねばならない記録の

中に，同等な資格で位置を占めることは到底で

きそうもないほどなのである。さらに Bogel

(105) と Nastatten(106) との「合計』 の間

に，ザンクト・ゴアに接してライン左岸に延び

る森林地帯112) からの給付が 4行にわたって記

されており，ペランはこれを特に追加と断定し

ていた113) が，それは次のような理由から妥当

な判断だと思われる。まず，プリュム修道院所

領明細帳は，森林からの収入を原則として記載

していないこと。次に，この史料はやはり，修

道院所在地たるプリュムも， ミュンスターアイ

フェル，ザンクト・ゴア及びアルトリップとい

う娘修道院所在地も，そのものとしては記載の

対象としておらず114)， ザンクト・ゴアに接し

て領主匝領地に入っていたに違いないこの森林

地帯が， 893年に登録されるのは不自然である

こと。最後に Bogel(104)の「合計」の後とい

う位置が， 「合計J全体とともに書かれたとし

ては奇妙であること。このように，ほぽ確実に

後代の挿入と思われる文章が，それもきわめて

不自然な形で割り込んできているという事実

は，これらの「合計』のあたりに追加が行なわ

れたとの印象を，ほぼ確実なものとしているの

である。

111) 森本「二つの問題」〔前注2)〕,37頁。
112) )レイ敬虔帝による寄進にかかるこの所領につい

ては， F.Pauly, Zur Grenzbeschreibung des 
van Ludwig d. Fromme an die Abtei Prum 
geschenkten Fiskalwaldes bei Sankt-Goar, in 
Archiv fur mittelrheinische Kirchengeschichte, 
1954, pp. 234-238; F. J. Regen, St. Goar im 
fruhen und hohen Mittelalter, in Kurtrier-
isches ]ahrbuch, 1961, pp. 87-106. 

113) Perrin, op. cit., p. 78, n. 2. 
114) この点は，所領明細帳一般の性格に関ってお

り，別の機会に詳細に論ずる予定である。

第 2に検討されるのは． Rommersheim(1),

Mehring (24), Schweich (25), Remich(33), 

Awans (44), Villance (45), Mabompre (46), 

Tavigny(47), Holler(54), Iversheim(55)及び

Gusten(76)，以上11所領の個別的な「合計Jで

ある。シュワープはこれらを．長く複雑な章の

見通しをよくするためのもので，本文に与えら

れている情報の訂正を含まない115)． と考えて

いる。直ちに疑問となるのは．第44章，第54章．

第76章のような比較的短かくて構造も単純な諸

章に「合計」が付されているのに，それらより

も長く複雑な多くの章ー一例えばWallersheim

(6), Sarresdorf(8), Ettelsdorf(lO), Motsch 

(23), Ahrweiler(65), Wichterich(94), Duis-

burg(97), Nekarau(113), Rheingonheim(114), 

Alvisheim(116) 一ーには．なぜそのような整

理が行なわれなかったのか． という点であろ

う。 893年における所領明細帳作成過程の枠尾

を飾るというシュワープの構想からすれば．ぁ

まりに乱雑な選択が行なわれたことになってし

まう。

さらに重要なのは．これら「合計」と本文と

の間にもやはり内容上のずれがあり，それは作

成年代の相異から由来していると考えざるをえ

ないことである。確かにこれら11章の「合計』

は． 第111章にまとめられたそれよりも． 本文

に記された情報の訂正を含む度合は小さい。し

かしながら．それらは本文の含む材料を細大も

らさず合計しているのではなく，それぞれの章

で一定の取捨選択を行い，若干の訂正や補完も

施され， しかも同じ内容に異なった表現を与え

ている場合がかなりある。

115) Schwab, op. cit., p. 139. 
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まず，これらの『合計』は賦役労働の一部し

か計算に入れていない。そもそも計算になじま

ない不定量賦役が考慮されないのはともかく，

週賦役も全く度外視され， 2週間連続して農民

を拘束する年賦役一~「15夜J {XV noctes} -

ーも原則として言及されず，定地賦役も数回登

場するのみである。その中で『重量運搬賦役』

{angaria}のみは， Gtisten(76) を例外として

あらゆる『合計』に入っており，しかもこれに

ついては本文への補完と訂正がしばしば行なわ

れている。すなわち， Schweich(25) では本文

に記されていない運搬の内容と仕向地とをぶど

う酒と修道院として明示し， Villance(45)では

本文にある 5月と12月の運搬賦役のうち， 5月

分のみを『合計』に入れている。また Tavigny

(47)では，一般に「合計」には入らない「15

夜」が，ここの本文では「 5月に他の15夜をす

るか，あるいはプリュムまで重量運搬賦役をし

て燕麦を〔マンス当り〕 10モディウス運ぶJ

{in mense maio alias XV noctes aut facit 

angariam ad Prumia et duci t avena modios 

X}〔213-6〕 とあることから，「 5月に15夜を

して〔17マンスで〕 170モディウスを運ぶ』 <in

maio XV noctes faciuht et ducunt modios 

CLXX} (214-14〕と，合計にも取り込まれて

いる。さらに， Iversheim(55) では，『プリュ

ムまで穀物かぶどう酒の重量運搬賦役をし，も

う一つをアルテナール Altenahr からする』

{Facit angariam ad Prumiam sive de annona 

sive de vino et alteram de Ara} ⑫18-12〕

という本文での規定が， 『合計Jでは「重量運

搬賦役をプリュムまで車13％台」＜angariam

ad Prumiam carradas XIII semi吟〔219-

16〕とされている。 11箇所の「合計」における

賦役労働取捨選択の基準がそもそも明らかでは

ないが，重量運搬賦役への関心がきわめて大き

いことは確実である。これと， Nochern(111) 

にまとめられた 8章の「合計Jすべてが，賦役

労働の中で重量運搬賦役のみに言及しているこ

と．さらに Awans(44) と Nothen(58)との

末尾にある問題の文章もそれに関するものであ

ることを考慮すれば，プリュム修道院所領明細

帳の「合計」が．何らかの事情のもとに重量運

搬賦役に対する関心が修道院で高まった時点で

ー一従って多様な賦役労働全体への配慮が必要

であった 893年とは異なった年代に＿書かれ

たとするのが順当であろう。

11箇所の『合計」で本文についての訂正がし

ばしば行なわれているもう一つの場合は，現物

貢租の貨幣納に関する規定である。プリュム修

道院所領明細帳は，農民負担の多くについて貨

幣納を認めており， しかもそれをめぐって，現

物貢租の価格表示ー一例えば Rommersheim

(1)の「20デナリウスの価値ある豚 1」<por-

cum I valente denariis XX} (166-4〕一ー，

現物貢租の貨幣納許容—―-Remich(33) の「豚

1あるいは 1ウンキア 〔＝20デナリウス〕J

{soalem au t unciam I► 〔193-19〕一ー，及び

現物貢租の貨幣納-Mabompre(46) の「豚

に代って15デナリウス」 <prosoale denarios 

XV} ⑫09-18〕ーーというように，如valente►,

{aut►, {pro}などの語を使い分けている。とこ

ろが，『合計Jで用いられる表現は対応する本

文でのそれと異なることが多い。しかも，こう

した相異がある場合， 「合計Jでは一般に貨幣

納の方向により進んだ表現が行なわれているの

である。現物貢租の価格表示から貨幣納許容ヘ

の変化ー一例えば上に引用した Rommersheim

(1)でのマンス当り 「20デナリウスの価値あ

る豚 1』の給付は， 30マンスについての「合
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計」では，「豚30あるいは同じだけのウンキア」 modios LXXV) (189-3〕と計算しているので

(suales XXX aut uncias totide叫〔169-1〕 ある。デスピィは，貨幣納されるに至った現物

となっている一ーはきわめて多いが，それに加 貢租の一部が，そもそも賦役労働の代替物であ

えて，前掲 Remich(33) でのマンス当り r豚 ったことを指摘117) していたが，すでに 9世紀

1 あるいは 1 ウンキア」が， 29½マンスについ 末の本文にさえその兆候がある賦役労働の減少

ての『合計」では， 「29½ウンキアを支払う」 が，さらに進んだ時点で「合計』が作成された

(solvunt uncias XXVIIII et dimidium► (194 可能性はきわめて大きい。

-19〕となり，また Villance(45) でも本文で

4 回用いられたく<aut► が，「合計」では <pro►

とされているのであって，貨幣納の許容から貨

幣納そのものへの進化を示す場合もかなりあ

る116)。これに対して，貨幣納の方向に逆行する

のは， Gemmerich (104)の本文でマンス当り豚

1の給付に付されていた 5ソリドゥスの価格表

示が，『合計」では言及されないという例にと

どまる。こうして「合計」は，農民負担の貨幣

納について 893年以降一定の進化が行なわれた

時点で書かれた，と考えることが許されよう。

さらにこれと関連して， 『合計』の一部は賦

役労働に生じてきた変化をも写し取っている場

合があるように思われる。それは Schweich

(25)で，豚の給付について本文のくvalente}

を <aut► に進めていたこの章の『合計」は，本

文で定地賦役（→＜pictura}） に伴う義務とさ

れているマンス当りぶどう酒10モディウスの給

付を，単なる現物貢租として示し， 15マンスか

らの亜麻糸ないし布を作るという義務を亜麻糸

の納付にまとめ， 別の15½ マンスによる布を

作る賦役労働を，布の支払という現物貢租に変

更し，さらに，『どんぐりを集める」 <glandos

colligit}〔187-16〕義務を，他の現物給付と並

べて「どんぐりの75モディウス」 <deglandibus 

116) この点についてはデスビィも指摘しているが，
本文と「合計．lとの年代差の問題としては論じて
しヽなしヽ。 Despy,art. cit., p. 157, 160-161. 

第 3に， Awans(44)と Nothen(58)との末

尾に記された，前者でぶどう酒車94台と穀物

3,250モディウス， 後者でぶどう酒あるいは穀

物車250台を年に 2回という， 大量の穀物とぶ

どう酒の運搬について，シュワープの新しい解

釈は，従来の多様な見解に取って代るだけの説

得力を，到底持っていない。すでにカエサリウ

スが，筆写の過程でこの文言の解釈を試み，第

44章には「ミュンスターアイフェルからフ゜リュ

ムまでの重量運搬賦役の合計J{Summa anga-

riarum de Monasterio ad Prumia叫〔200-

19〕， 第58章には「ミュンスターアイフェルと

アルテナールとそれらの領域近くにある所領か

らの重量運搬賦役の合計』 <Summa anga-

riarum illarum curiarum, que sunt circa 

Monasterium et Aram et fines ill殴〔221-

3〕という表題を付していた。 19世紀以降も，

ランプレヒトが第58章の「合計』をミュンスタ

ーアイフェル周辺の 27所領からの給付だと考

え， これをフ゜リュム修道院所領明細帳の史料批

判に利用118) したのを始めとして， いずれの

『合計」についても土台となった所領の範囲を

確定できないが，それは，所領明細帳の散逸し

た部分に記された運搬賦役がここに入りこんで

117) Ibid., p. 157. 
118) Lamprecht, op. cit., II, pp. 95-96. 
119) Perrin, op. cit., pp. 79-80. 
120) K. Flink, Geschichte der Burg, der Stadt und 
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いるからだとしたペラン119)，第58章の『合計』

について，ランプレヒトよりやや少なく 23所頷

をあげたフリンク 120)，この同じ「合計」が，通

例のマンスを土台とする義務に関わるのではな

く， その直前に登録され， もっばら重量運搬

賦役を負担する 2名の巨大保有者による給付を

示すとしたドヴロウ 121) などによって，多彩な

議論が繰り広げられていた。今までのところ，

これら「合計』を一定範囲の領民と結びつけよ

うという試みは，いずれも成功しておらず，こ

の史料の後代における改変を考慮に入れるペラ

ン説を排除するに至っていないが，次のような

難点を含むシュワープの見解も同様である。

まず，「これら〔二つ〕の包括的な合計いず

れもが，疑いもなく同じ作業過程で計算され

た」122) と断言するシュワープが，実際にはそれ

ぞれについて全く異なった計算の基準を想定

するという，重大な矛盾がある。すなわち，

Awans(44) 末尾の『合計」は，第 1章から第

44章までに現われた領主直領地のぶどう酒生産

量と農民が給付するぶどう酒の総計，及びマン

ス，水車，かまどー一ここではなぜか頷主直額

地が無視される一ーから給付される穀物の総計

を示すとしながら123>, No then (58)末尾の「合

計」は第55章から第72章までの18章に記された

重量運搬賦役の総計に当る124)， というのであ

る。同じ時点で全く違った仕方の二つの計算を

試みた人物が，その結果を同じ書式で書き残し

des Amtes Rheinbach von den Anf angen bis zum 
Ausgang des 18. ]ahrhunderts, Bonn 1965, pp. 
55-56. 

121) J.P. Devroey, Les services de transport a 
l'abbaye de Pr血 aulXe siecle, in Revue du 
Nord, 1979, pp. 543-569. 

122) Schwab, op. cit., p. 144. 
123) Ibid., pp. 153-154. 
124) Ibid., p. 155. 

たとは，容易に信じ難い。

次に，シュワープの説明によっては，これら

「合計」の置かれた場所が理解しえない。なぜ

プリュムより南方に位置する諸所領からのぶど

う酒と穀物との運搬が，西北方に孤立して所在

する Awans(44)一ーだからこそシュワープ自

身が，この所領を，調査委員会の Faxe(42,43) 

までの行程と区別して扱っている 125) ーーを記

載した章の末尾に記されたのであろうか。この

所領の農民が運搬賦役を負担していないだけ

に，ますます奇異に感じられる。また，第55章

から第72章までに規定されている重量運搬賦役

が，これまたなぜ Nothen(58) 末尾という中

途半端な場所に記されることになったのかも，

全く分らないままである。

さらに重大なのは，これら「合計」作成の目

的が明らかでない点である。たとえシュワープ

の言うとおり，第44章までの所領でプリュム修

道院が処分しえたぶどう酒と穀物の総計が，

Awans(44) 末尾の『合計』に記されたのだと

しても，個別所領に現物経済的側面のあるかぎ

り，そのすべてがプリュムに運搬されるとは到

底考えられない。従って，この総計を運搬の対

象として記すことは現実と矛盾し，実際的な意

味を持ちえない。 Nothen(58) 末尾の 「合計」

も，第55章から第72章に記載の分とした場合，

これらの章はいかなるまとまりをなしていたと

しうるのか。シュワープはこれを「ミュンスタ

ーアイフェルから直接に取り込まれる範囲」

Der direkte Einzugsbereich von Mtinsterei-

fel126) としているが， やはりミュンスターア

イフェル周辺にある Schonau(90)から Rhein-

bach(96) までが加えられないかぎり， これ

125) 前掲 64頁を参照。
126) Schwab, op. cit., p. 142. 
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を， ミュンスターアイフェルを拠点として組織

される重量運搬賦役，とすることはできない。

この「合計」が作成された際，第90章から第96

章まではすでにかなり後に配列されていて，計

算から除外されてしまったというシュワープの

説明では，『合計』作者が持っていたはずの計

算の目的は，全く不問に付されてしまう。その

上，なぜ第 1章～第44章と第55章～第72章とだ

けに，こうした「合計」が付されたのか，これ

また見当がつかない。

これら二つの『合計』については，おそらく

他の「合計」と同様に，重量運搬賦役への関心

が強まった時期に書かれたという以上に，積極

的な発言をすることはできないが，ともかく，

シュワープの解釈では，言わば史料を用いる計

算遊戯の所産とされてしまうのであって，プリ

ュム修道院所領明細帳作成の最終段階が，そう

した性格の記入であったとするのは，最後にも

う1度，この記録が持っているはずの実務的価

値を，信じ難いほどに貶めることになってしま

うのである。

5 シュワープ説の意味と新版の有用性

以上のように，プリュム修道院所領明細帳に

追加部分がないとする，シュワープによる新版

の基礎となった考え方は，この史料の個々の内

容に照らして検討するとき，全く支持できない

ことが明らかとなった。中央から派遣された調

査委員会による全所領の巡回調査というその基

本構想は，それによってこの所領明細帳の構成

と記述とを整合的に説明しようとする過程で，

多くの不自然な想定を重ねさせているし，個別

所領の具体的状況を十分に勘案するというそれ

自体は正当な方法も，それぞれの章にある一見

矛盾した記載を，同一時点の執筆にかかるもの

第 51巻第 1• 2号

として説明しえていないのである。

けれども，この結論から直ちに，シュワープ

の学説をその新版もろとも返上してしまってよ

いことにはならない。なぜなら，シュワープ自

身が印象づけようとしている対決的姿勢にも拘

らず，シュワープの議論はプリュム修道院所領

明細帳に関する従来の研究史の方向を受け継

ぎ，しかもそれを極端なまでに押し進めたとい

う性格を持っているからである。以下では，シ

ュワーフ゜説を研究史のうちに位置づけるととも

に，新版のあるべき使用方法を明らかにするこ

とで，結論としたい。

まず，プリュム修道院所領明細帳の史料批判

において，シュワープの学説は研究史127) の展

開の突端ともいうべき位置を占めている。この

史料のうちに， 893年以前の三つの年代層を見

ていた K. ランプレヒトを批判して， 893年に

成立した所領明細帳がその後追加記入を受けた

との通説を確立したのが， Ch.Ed.ペランであ

った。しかしペランは，追加部分の年代決定を

不可能として断念していたため，その後の歴史

家の努力はこの問題に向けられることになっ

た。この点で決定的な寄与をしたのが E. ヴィ

スプリングホフであり，原本と追加部分とを一

つの書冊のうちに筆写したとされる第 1次コヒ°

ストが，プリュム修道院における文書作成状況

からして10世紀前半の修道士に違いないことを

論証して，いずれの追加部分も 950年以前に挿

入されたと主張したのである。その後この考え

方が一般的に受け入れられていたが，さらに一

歩進めようとしたのが L. クッヘンブッフであ

り，次のような斬新な見解を提出した。すなわ

ち， 882年以降所領群ごとに成立してくる個別

127) プリュム明細帳の史料批判に開する研究史は．
森本「二つの問題」〔前注2)〕,23-33頁にまとめ
られている。

- 82 -



プリュム修道院所領明細帳に追加部分はないか。シュワープによる新版に寄せて

的な所領明細帳には，殆どすぐに追加記入が行

なわれ始めるが，それは 893年における所領明

細帳の全体的集成の後でも， しばらく継続し

た。従って，追加部分の年代は， 893年以前も

含めて，それにかなり近い時点だというのであ

る。残念ながらクッヘンブッフが論証の基礎と

した人名史料の処理は，確実な方法に基づいて

いるとは言い難い。別稿において私は，その点

を指摘128) して，クッヘンプッフの寄与がヴィ

スプリングホフ説の支援以上に出ていないとし

た上で，追加部分の具体的検討に基づいて，ヴ

ィスプリングホフの見解が妥当であることを再

確認したのである 129)0 

シュワープの見解が，追加部分の年代を 893年

になるたけ近づけようとしてきた以上の研究史

を受け継ぎ，それを極端にまで押し進めたもの

であることは，もはや言うまでもあるまい。す

なわち，プリュム修道院所領明細帳に追加部分

なしとするその議論の核心は，伝来されている

形でのこの史料が一続きの作業行程の所産であ

るという主張にあり，しかも，個別所領での調

査と執筆とを大宗としながらも，所領群の中心

となっていた場所や，フ゜リュム， ミュンスター

アイフェル及びザンクト・ゴアでの整理と起草

を含む複合的な過程として構想されているこの

作業行程は，当然一定の時代的幅を持たざるを

えないからである。言いかえればシュワープ説

は，従来およそ60~70年と考えられてきた追加

部分の年代的幅を，ほぽ 1年のうちに圧縮する

ことによって成立したのであって，そうした仕

方が実証的な検討には耐えることができなかっ

128) 同上， 33-35頁。
129) 同上， 35-39頁。
130) 所領明細帳の史料的性格をめぐる研究史につい

ては，同上， 39-42頁を参照。

たわけである。

研究史におけるシュワープのこうした位置

は，所領明細帳の史料的性格をめぐっても同様

である。ランプレヒトからペランに至る古典的

研究130) では，確かにシュワープが強調すると

おり，所領明細帳が，一定の書式に則り，大領

主のもとでの統一的な編纂事業の成果として成

立する，整然たる記録と想定されていた。そこ

から，ことにペランは，事態の変化に応じて容

易に改変され難い所領明細帳は，すでに過去の

ものとなった現実の描写として，保守的性格を

持つことを強調していた。こうした見方に立つ

とき，史料類型としての所領明細帳が使用され

うるのは，一定時点における所領の静態的検討

だということになる。これに対して，プリュム

修道院所領明細帳が所領群ごとに成立した小規

模な記録の総体であり，しかも常に追加記入や

訂正を受け入れて修正されていた，というクッ

ヘンブッフの見解は，所領明細帳をより雑然と

した，従ってより柔軟な記録として見直そうと

する，画期的な試みを示していた。しかも，ク

ッヘンブッフの考える原本への修正は，領主に

よる所領政策に即応して所領再編成の道具とな

りえた，というのであるから，ここに所領明細

帳はむしろ革新的性格を帯び，所領構造の動態

的分析に適した史料類型とされることになった

のである。

クッヘンプッフに対するその厳しい姿勢にも

拘らず，シュワープが，所領明細帳の史料的性

格についてのこうした見方の転換を受け継ぎ，

それをさらに徹底していることは明らかであろ

う。ただ，追加部分なしとするその立場は，プ

リュム修道院所領明細帳を実務的には役立たな

いほどに雑然とした記録に貶めてしまい，常識

的にはとても支持し難い議論となってしまって
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いるのである131)0 

研究史におけるシュワープの位置を，以上の

ように確認しうるとすれば，われわれの進むべ

き途もまた明らかであろう。それは，フ゜リュム

修道院所頷明細帳の研究において，まず通説の

持つ重みを再確誌ーーシュワープ自身が柔軟な

議論を展開するたびに，ペランの見解に近づい

ていることを想起せよーーした上で，最近取ら

れてきた方向を受け継ぎ，しかもシュワープほ

ど極端にそれを押し進めないことであって，具

体的には次のごとくである。

まず，史料批判の領域においては，カエサリ

ウス写本として伝来しているプリュム修道院所

領明細帳が，年代的に異なる複数の層を含むこ

とを認め，しかも全体の年代幅を 9世紀末から

10世紀前半というくらいに押さえること。その

際， おそらく 880年代に作成が始まったこの記

録は， おそらく 893年前後にはその主要部分を

完成させていたと考え，これを原本と呼んでよ

いが，原本の範囲の厳密な確定が殆ど不可能で

あることを考慮して，原本と追加部分との区分

にのみ関心を集中してしまわないことが，必要

である。むしろ， プリュム修道院所領明細帳

を， 9世紀末に重心を持ちながらも，およそ60

~70年にわたった現実を反映している史料と考

え，その内部に写し取られた農村世界の変化を

検討しうる素材として， 利用するべきであろ

131) 所頷明細帳の史料的性格は，それが同時代に持
っていた法的性格と深く関っている。後者につい
ては長い研究史があるが， 1930年代からは，領民
宣誓による在地慣習の記録である所領明細帳は，
法廷での挙証能力を持つとするペラン学説 (Per-
rin, op. cit., pp. 602-604)が， 重きをなしてい
る。クッヘンプッフの新しい見方はこの点にも反
省を迫ると考えられるが，クッヘンプッフ自身は
それを論じていない。シュワープも同様で，領民
の宣誓による陳述という考え方に否定的な見解を
示している (Schwab,op. cit., p. 46) だけに，

たいへん残念である。

第 51巻第 1• 2号

う。前掲の具体的な検討からも，そうした視角

に適合的な問題として，スカラリウスの上昇，

大規模保有者の所領への統合，農民負担の貨幣

納への傾向などが考えられる。これに対してシ

ュワープのように，プリュム明細帳が含む矛盾

した文言を，すべて所領明細帳作成過程から由

来するものとして，およそ 1年以内の幅に押し

込めてしまうことは，それが動態的史料として

持つ大きな可能性を切り縮めてしまうことにな

るのである。

次に，所領明細帳の史料的性格という水準で

は，この史料類型を大がかりで整然とした記録

と先験的に想定してはならぬとしても，そこか

ら直ちに，所領明細帳があれこれの文言の雑然

とした集合でありうると考えることも，また許

されないであろう。この点は，カロリング期に

おける所領明細帳一般の，最近における研究方

向と深く関っている 132)。すなわち， 1970年には

R.フォシェ133) とF.L.ガンスホーフ134) を代

表として，所領明細帳をめぐって二つの見解が

真向から対立していた。前者が，領主の抱く理

想的な所領経営像を示すという規範的性格に重

点を置いて，所頷明細帳を捉えるのに対して，

後者はむしろ，所領管理で実際に用いられたと

いう実務的性格を基本として，考えていたので

ある。ところが最近では，カロリング期におけ

る領主制の研究が展開して，有力領主層による

古典荘園制の方向での所頷再編成の努力が高く

評価される 135) ようになるに応じて，所領明細

132) 森本「現状」〔前注1)〕を参照。
133) R. Fossier, Polyptyques et censiers, Turnhout 

1978, pp. 24, 33. 
134) Gansbof, op. cit., pp. 133-134. 
135) この点を浮彫した論文として， A.Verhulst, La 

diversite du regime domanial entre Loire et 
Rhin a 1'epoque carolingienne. Bilan de 
quinze annees de recherches, in W. Janssen-
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プリュム修道院所領明細帳に追加部分はないか。シュワープによる新版に寄せて

帳をそうした所領政策の手段の一つと考える傾

向が，明確になってきた136)。 それによるなら

ば，所領明細帳は所領管理の実務に用いられる

台帳であるとともに，領主が所領の現実を整序

していくべき基準をも示しているというのであ

る。従って，所領の多彩な現実に即応して，時

にはかなり雑然とした記録にはなりえても，実

現すべき理想像への参照から生じてくるような

統一性も，また備わっていなければならないこ

とになる。所領明細帳の統一的性格をシュワー

プほどに否定してしまうことは，こうした所領

明細帳研究の現段階と相容れないのであり，む

しろ，プリュム修道院所領明細帳は，その原本

が成立した時点では，修道院の所領政策から由

D. Lohrmann (ed.), Economie rurale entre Loire 
et Rhin de l'epoque gallo-romaine au XII e-XIII e 
siecle, Miinchen-Zurich 1983, pp. 133-148 を

見よ。
136). 1983年 9月ヘントにおける研究集会で取り上げ

られた問題の一つが，まさにこれであった。森本
「現状」〔前注1)〕,82, 86頁を見よ。この研究集
会の会議録は， A. Verhulst (ed.), Le grand 
domaine aux epoques merovingienne et carolin-

gienneとして，間もなく刊行される予定である。

来するある程度までは整然たる姿を示してい

た，と考えるべきであろう。

原本と追加部分との分離に注意を集中してし

まうべきでない以上，シュワープの提供してく

れた新版は，まさにプリュム修道院所領明細帳

の考えうる最良の版である。 これを用いなが

ら，複数の年代的層を含むこの史料から，修道

院による所領政策の展開と所領形態の変化を追

究すること，それによって，現在めざましい発

展をとげている中世初期領主制の動態的見地か

らの研究に，他の所領明細帳と並んでこの史料

を十分に活用すること 137)，これこそ今後シュ

ワープの功績を生かしていく途であろう。

137) 現在までに動態的見地から検討されたのは，サ

ン・ベルタン及びサン・レミ両修道院の所額明細
帳である。前者については， Y.Morimoto, Essai 
d'une analyse du polyptyque de l'abbaye de 
Saint-Bertin (milieu du lXe siecle). Une con-
tribution a 1'etude du regime domanial clas-
sique, in Annuario (lstituto giapponese di cul-
tura), 1970-1971, pp. 31-53; Id., Problemes 
autour du polyptyque de Saint-Bertin, in A. 
Verhulst (ed.), op. cit.，後者については． J.P.
Devroey, Les premiers polyptyques remois. 
VIe-IXe siecle, in Ibid.を見よ。
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